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前  文 

 

 東京都（以下「都」という。）は、現在の東京都立八王子高陵高等学校の敷地（以下「本

件土地」という。）を利用し、同校建物を改修して文化・学習施設、スポーツ施設、野外

活動施設、宿泊施設等により構成される施設（以下「本件施設」という。）である「多摩

地域ユース・プラザ（仮称）」を整備し、同施設の運営、維持管理を行うことを計画して

いる。かかる多摩地域ユース・プラザ（仮称）整備等事業（以下「本件事業」という。）

は、青少年の自立と社会性の発達を支援し、青少年が多くの人々と直接的な交流ができる

機会と場を提供すること及び生涯学習の振興のため、広く都民に文化・学習活動、スポー

ツ活動や野外活動の機会と場を提供することを目的とする。 

 

 都は、本件事業の実施に当たり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号）の趣旨にのっとり、民間企業の経営能力、施設

運営能力及び施設維持管理能力を最大限に利用するために、本件施設の設計、改修、運営

及び維持管理並びに以上に係る資金調達を含む本件事業を民間事業者に対して一体の事業

として発注することとした。 

 

 都は、多摩地域ユース・プラザ（仮称）整備等事業入札説明書（以下「入札説明書」と

いう。）に従い、総合評価一般競争入札を実施し、最も優れた提案を行った民間事業者［グ

ループ］を落札者として決定し、当該民間事業者［グループ］は、入札説明書に従い、本

件事業を実施するために［      ］（以下「事業者」という。）を設立した。《※

落札者がＳＰＣを設立しない場合は、文章を一部変更します。》 

 

 都及び事業者は、本件事業の実施に関して、次のとおり合意する。 

 

第 1 章 総則 

 

（目的及び解釈） 

第1条 本契約は、都及び事業者が、相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために

必要な一切の事項を定めることを目的とする。 

２ 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、

別紙 1において定められた意味を有するものとする。 

 

（公共性及び民間事業者による事業であることの尊重） 

第2条 事業者は、本件事業が、青少年社会教育の進展及び生涯学習の振興の目的を有

することを十分理解し、本件事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。 
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２ 都は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重

するものとする。 

 

（本契約以外の規定の適用関係） 

第3条 都及び事業者は、本契約の規定のほか、入札説明書、都が作成する業務要求水

準書、これらに対する質問回答書（以下「入札説明書等」という。）及び民間事業者提

案に従って、本件事業を遂行するものとする。 

 なお、本件施設の設計、改修、運営及び維持管理の概要は、別紙 2 として添付する事

業概要書において明示されるものとする。 

２ 本契約、入札説明書等及び民間事業者提案の規定の間に矛盾、齟齬がある場合、本契

約、入札説明書等、民間事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。 

３ 入札説明書等それぞれの記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、都及び事業者は、

協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。 

 

（事業日程） 

第4条 本件事業は、別紙 3として添付する日程表に従って、実施されるものとする。 

ただし、事業終了時に都と事業者が協議により合意した場合には、事業者は運営及び維

持管理業務を継続して行うことができる。 

 

（本件事業の概要） 

第5条 本件事業は、本件施設の設計、改修、運営及び維持管理並びに以上に係る資金

調達と、これらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとする。 

 

（事業者の資金調達） 

第6条 本件事業に関する事業者の資金調達は、本契約に別段の規定がある場合を除き、

すべて、事業者が自己の責任において行うものとする。 

２ 事業者は、本件事業に関する資金調達に対して、財政上、金融上の支援が適用される

よう努力しなければならない。 

 

（民間提案事業） 

第7条 事業者は、民間事業者提案に従って、民間提案事業を行うことができる。事業

者は、民間提案事業を実施する場合は、都と、当該民間提案事業の詳細に関する協定を

締結するものとする。 

２ 事業者は、民間提案事業の内容を変更し又は民間提案事業を中止することができる。

この場合、事業者は、都に対して、民間提案事業の変更又は中止を報告しなければなら

ない。 
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３ 事業者は、民間提案事業にかかる会計とそれ以外の事業にかかる会計を別にする等、

民間提案事業の実施が、それ以外の事業の運営に支障を及ぼすことのないようにしなけ

ればならない。 

 

 

第 2 章 本件施設及び本件土地の使用貸借 

 

（本件施設及び本件土地の利用目的） 

第8条 本件施設及び本件土地は、本件事業の実施を目的とし、同目的の範囲内におい

て、本件施設及び本件土地を使用しなければならない。ただし、本件事業の効用を高め

るもの又は公共性を有するものとして都が認めるものは、この限りではない。 

２ 事業者は、本件事業の実施以外の目的で、本件施設及び本件土地を第三者に譲渡若し

くは賃貸し、又は本件施設及び本件土地を第三者に使用若しくは収益させてはならない。 

 

（本件施設及び本件土地の使用貸借） 

第9条 都は、本件施設及び本件土地を、第 1 条に記載された目的に従い使用収益する

ために無償で事業者に対して貸し渡すものとし、平成●年［●］月［●］日までに、本

件施設及び本件土地をその時点における現状で、事業者に対して引き渡すものとする。

また、事業者は、本契約及び本件事業が終了した時点で、本件施設及び本件土地を継続

して使用することに支障のない状態で、都に返還するものとする。 

２ 前項の使用貸借は、都と事業者が別途締結する使用貸借契約によるものとし、期間を

5 年とし、本件事業が終了する時点まで 5 年ごとに更新するものとする。ただし、本件

事業が終了する時点までの期間が 5 年に満たない場合は、本件事業が終了する時点まで

の期間で更新するものとする。 

３ 都は、本件施設及び本件土地を事業者に対して貸し渡すのと同時に、都が作成した備

品台帳に記載された備品を、事業者に対して無償で貸し渡すものとする。事業者は、都

から無償で譲渡された備品を、備品台帳に記載し、これを善良なる管理者の注意義務を

もって管理する。 

 

（使用貸借の取消し等） 

第10条  本件施設及び本件土地の使用貸借が取り消された場合、又は本件施設及び本

件土地の使用貸借の期間が満了し、かつ、本件施設及び本件土地の使用貸借が更新され

なかった場合、本契約は、本件施設及び本件土地の使用貸借が取り消された時点又は期

間が満了した時点で、当然に終了する。 

２ 事業者による本件施設の完了確認通知の受領前に、本件施設及び本件土地の使用貸借

が取り消された場合には、都は、事業者に対し、本件施設の改修工事の出来高に相当す
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る金額を、運営開始予定日から 10 年が経過する日までの期間を最長とする均等分割払に

より、又は議会の議決等の予算措置がとられることを条件として支払時点までの利息を

付した一括払で支払う方法により、補償するものとする。また、事業者は、都による支

払の方法を選択することができる。 

３ 事業者による本件施設の完了確認通知の受領後に、本件施設及び本件土地の使用貸借

が取り消された場合、又は本件施設及び本件土地の使用貸借の期間が満了し、かつ、更

新されなかった場合は、都は、事業者に対して、本件施設及び本件土地の使用貸借の取

消しの時点又は期間が満了した時点における、本件施設の工事費残存額を、運営開始予

定日から 10 年が経過する日までの期間を最長とする均等分割払により、又は議会の議決

等の予算措置がとられることを条件として支払時点までの利息を付した一括払で支払う

方法により、補償するものとする。この場合、事業者は、都による支払の方法を選択す

ることができる。 

４ 第 1 項に基づいて本契約が終了した場合には、都は、備品台帳に記載された備品のう

ち、簿価が計上される備品については残存簿価を支払うことにより買い取るものとし、

事業者は、それ以外の備品を、都に対して無償で譲渡するものとし、備品台帳に記載さ

れていない備品を、撤去しなければならない。ただし、都は、備品台帳に記載されてい

ない備品を、都と事業者との間で別途定める金額で買い取ることができる。 

５ 都は、第 1項の規定により本契約が終了したことにより、事業者について損害が生じ、

又は追加の費用が必要となったときは、かかる損害又は費用を補償するものとする。 

６ 第 2 項及び第 3 項の規定にもかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由により、本件

施設及び本件土地の使用貸借が取り消された場合、又は本件施設及び本件土地の使用貸

借の期間が満了し、かつ、更新されなかった場合には、事業者は、都に対して、本件施

設及び本件土地の完了確認通知の受領前の場合は、本件施設の改修費相当額の 100 分の

10 に相当する違約金を、本件施設の完了確認通知の受領後の場合は、本件施設の工事費

残存額相当額の合計額の100分の10に相当する違約金を支払わなければならない。また、

この場合、都は、以下の金額を、都の選択に従い、運営開始予定日から 10 年が経過する

日までの期間を最長とする均等分割払により、又は議会の議決等の予算措置がとられる

ことを条件として支払時点までの利息を付した一括払で、支払うものとする。 

（1） 本件施設の完了確認通知の受領前の場合は、本件施設の改修工事の出来高相当額

から本件施設の改修工事費相当額の100分の10に相当する違約金額を控除した価格 

（2） 本件施設の完了確認通知の受領後の場合は、本件施設の工事費残存額相当額から、

本件施設の工事費残存額相当額の 100 分の 10 に相当する違約金額を控除した価格 

７ 本条各項の規定にもかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由により、都に第 6 項に

規定される違約金額を超過する損害が生じた場合には、都は、事業者に対して、かかる

超過部分の賠償を請求することができる。 
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（本件施設及び本件土地の瑕疵担保責任） 

第11条  都は、本件施設及び本件土地を現状にて事業者に対して引き渡す義務を負う

他、以下の各項による場合以外は本件施設及び本件土地に関する瑕疵担保責任を負担し

ないものとする。 

２ 事業者は、都が事業者に対して本件事業の入札手続において書面により提供した本件

施設及び本件土地の情報及び現場確認の機会（以下、本条において「前記情報等」とい

う。）から、合理的に推測できる本件施設及び本件土地の瑕疵については、自らの責任

及び費用において必要な対策を講じなければならない。都は、前記情報等から合理的に

推測できる本件施設及び本件土地の瑕疵に起因して発生した損害については、補償しな

いものとする。 

３ 前記情報等から合理的に推測できなかった本件施設及び本件土地の瑕疵により、事業

者が本件施設を別紙３の日程表に示されたスケジュールにより運営できなかった場合又

は増加費用を負担した場合、都はこれにより事業者が被った損害又は増加費用を、合理

的な範囲で事業者に対して補償する。 

４ 都から提供された情報等から合理的に推測できなかった本件施設及び本件土地の瑕疵

担保責任の請求期間は、運営開始したときから１年間とする。 

５  都は、第２項による場合のほか、事業期間中、本件施設の主要構造部（壁、柱、床及

びはりをいう。以下同じ。）の瑕疵により事業者に損害が生じた場合、これを補償する。

事業者は、本件施設の主要構造部の瑕疵が本件事業の遂行に支障となる場合、事業者に

生じる損害、追加費用等を最小限にするよう努めなければならない。 

６  都は、本件施設の主要構造部の瑕疵が判明した場合、事業者の請求に基づき、これを

速やかに修補しなければならない。但し、修補の方法、内容等は、都と事業者が協議に

より定めるものとする。 

 

 

 

第 3 章 本件施設の設計 

 

（本件施設の設計） 

第12条 事業者は、本契約締結後速やかに、日本国の法令を遵守の上、本契約、入札説

明書等、民間事業者提案に基づき、かつ、建築工事共通仕様書（国土交通大臣官房官庁

営繕部監修最新版）、電気設備工事共通仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修最新

版）及び機械設備工事共通仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修最新版）等を参考

にして、本件施設の改修部分についての実施設計を開始する。 

２ 事業者は、本件施設の設計に関する一切の責任（設計上の誤り及び事業者の都合によ

る設計変更から発生する増加費用の負担を含む。）を負担する。 
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３ 事業者が本件施設の設計を第三者に委託する場合、速やかに当該設計者の名称、所在

地及び代表者名を都に対して通知するものとする。本条の規定に従い事業者が第三者に

対して設計を委託した場合、当該第三者の責めに帰すべき事由についても事業者の責任

とみなして、事業者が責任を負うものとする。 

４ 事業者は、本件施設の設計を行うに当たっては、適宜、都との打ち合わせを行うもの

とする。 

 

（設計の変更） 

第13条 都は、必要があると認める場合、書面により、本件施設の設計変更（設計条件

にかかる変更を含む。本条において、以下同じ。）を事業者に対して求めることができ

る。この場合、事業者は、当該変更の当否を検討し、都に対してその結果を速やかに通

知しなければならない。ただし、都は、工期の変更を伴う設計変更又は民間事業者提案

を逸脱する設計変更を、事業者に対して請求することはできない。 

２ 前項に従い、都の請求により事業者が設計変更を行う場合、かかる請求が、事業者側

の事由に起因し、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、事業者が当

該費用を負担するものとし、それ以外の場合には、当該変更により事業者に生じた追加

的費用は、都の負担とする。 

３ 事業者は、都の事前の承諾を得た場合を除き、本件施設の設計変更を行うことはでき

ないものとする。 

４ 前項に従い、事業者が都の事前の承諾を得て本件施設の設計変更を行う場合、当該変

更により事業者に追加的な費用が発生したときは、事業者が、当該費用を負担するもの

とする。 

５ 都が、工期の変更を伴う設計変更又は民間事業者提案の範囲を逸脱する設計変更の提

案を行った場合、都及び事業者は、その当否について協議する。ただし、当該設計変更

に要する費用は、都が負担するものとする。 

 

（実施設計の完了） 

第14条 事業者が実施設計を完了した場合、事業者は速やかに別紙 4 に記載する図書の

うち必要なものを都に対して提出するものとする。 

２ 都が実施設計図書（都と事業者の間の本件施設に関する打ち合わせの合意事項を含む。

以下同じ。）と入札説明書等、事業概要書又は民間事業者提案の間に不一致があると認

めた場合、都は、これらの提出を受けてから第 15 開庁日以内に当該不一致を生じている

設計箇所及びその内容を事業者に対して通知するものとする。 

３ 都が前項に規定する通知を行った場合、都及び事業者は協議の上、事業者は速やかに

当該不一致を是正し都の確認を経るものとする。なお、当該是正は、事業者の責任及び

費用をもって行われるものとし、またこれによる工期の変更は本契約第 31 条の規定に従
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うものとする。 

４ 都は、都が本契約第 12 条第 4 項に規定する打ち合わせを行ったこと、第 13 条に規定

される設計変更を請求したこと、本条第 1 項に規定する図書を受領したこと、事業者に

対して本条第 2 項に規定する通知を行ったこと又は本条第 3 項の規定に従い確認を行っ

たことのいずれを理由としても、本件施設の設計及び改修の全部又は一部について何ら

の責任を負担するものではない。 

 

 

第 4 章 本件施設の改修 

第一 総則 

 

（本件施設の改修） 

第15条 事業者は、請負人をして、建築工事共通仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部

監修最新版）、電気設備工事共通仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修最新版）、

機械設備工事共通仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修最新版）等を参考として、

かつ、本契約、入札説明書等、民間事業者提案、基本施工計画書に従い本件施設の改修

工事を施工させるものとする。 

２ 仮設、施工方法その他本件施設を完成するために必要な一切の手段については、事業

者が自己の責任において定めるものとする。 

 

（基本施工計画書等） 

第16条 事業者は、本件施設に関する工事の着工前に基本施工計画書（工事全体工程表

を含む。）を作成し、都に対して提出するものとする。 

２ 事業者は、請負人をして、別紙 3 に記載する日程に従い本件施設の改修に着工させる

ものとする。 

３ 事業者は、本件施設の工期中、請負人をして工事現場に常に工事記録を整備させなけ

ればならない。 

 

（第三者の使用） 

第17条 事業者は、本件施設の改修を［●●●］株式会社に請け負わせるものとし、事

前に都の承諾を得た場合を除き、上記以外の者に、本件施設の改修の全部又は大部分を

請け負わせてはならない。 

２ 事業者は、請負人（［●●●］株式会社及び前項で都の承諾をうけた者をいう。以下

同じ。）の使用をすべて事業者の責任において行うものとし、請負人その他本件施設の

改修を実施する者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみな

して、事業者が責任を負うものとする。 
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（工事監理者） 

第18条 事業者は、本件施設の改修に着工する前に工事監理者を設置し、速やかに当該

工事監理者の名称を都に対して通知するものとする。 

２ 事業者は工事監理者をして、建築工事監理指針（国土交通大臣官房官庁営繕部監修最

新版）、電気設備工事監理指針（国土交通大臣官房官庁営繕部監修最新版）、機械設備

工事監理指針（国土交通大臣官房官庁営繕部監修最新版）等を参考として工事監理を行

わせるものとする。 

３ 都は事業者を通じて工事監理者に適宜報告を求めることができるものとし、また事業

者は工事監理者をして事業者を通じて都に定期的に報告を行わせるものとする。 

４ 事業者は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、前 2 項の規定を遵守する上で必要と

なる協力を行うものとする。 

 

（本件施設の改修に関する許認可及び届出等） 

第19条 事業者は、本件施設の改修に関する本契約上の義務を履行するために必要とな

る許認可を、事業者の責任及び費用において取得する。ただし、都が申請する必要が生

じた場合は、都が必要な措置を講ずるものとする。 

２ 事業者が都に対して協力を求めた場合、都は事業者による前項に定める許認可の取得、

届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。 

３ 都が事業者に対して協力を求めた場合、事業者は都による許認可の取得及び届出等に

必要な資料の提出その他について協力するものとする。 

 

（改修場所の管理） 

第20条 本件施設及び本件土地の管理は、事業者が、善良なる管理者の注意義務をもっ

て行う。 

 

（改修に伴う各種調査） 

第21条 事業者は、その責任及び費用において、本件施設の改修のために必要な各種調

査を行うことができる。 

２ 事業者が前項に従い実施した各種調査の不備、誤謬等から発生する一切の責任は事業

者がこれを負担し、かつ、当該不備、誤謬に起因して発生する一切の追加費用を負担す

る。 

３ 事業者が本件施設の引渡しを受ける前に本件施設の改修に伴う各種調査を行う必要が

ある場合、事業者は都に事前に連絡し、その承諾を得た上でこれを実施するものとする。 
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（本件施設の改修等に伴う近隣対策等） 

第22条 事業者は、その責任及び費用において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋

滞、振動並びにその他本件施設の改修工事が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、

合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施について、

事業者は、都に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。 

２ 前項の規定にもかかわらず、本件事業の実施そのものに反対することを目的とするク

レーム等については、都は、責任をもってこれに対処する。 

 

（履行保証等） 

第23条 事業者は、本件施設の改修請負工事に関して、建設工事保険及び履行保証保険

（保険金額の合計が本件施設の改修工事費の 100 分の 10 以上に相当するもの）の付保又

はこれと同等の保証契約で都が承認するものを締結することにより、本件施設の改修請

負工事の履行に関する保険又は保証を取得しなければならない。 

２ 事業者は、第 1 項に規定する改修工事保険証書、履行保証保険証書又は保証契約の写

しを本件施設の改修工事の着工日までに都に対して提出しなければならない。 

 

第二 都による確認 

 

（都による説明要求及び建設現場立会い等） 

第24条 都は、本件施設が、実施設計図書に従い改修されていることを確認するために、

本件施設の改修状況その他について、事業者に事前に通知した上で事業者又は請負人に

対してその説明を求めることができるものとし、また工事現場において作業状況を自ら

立会いの上確認することができるものとする。本項は、都と事業者が、本項の運用につ

いて別途細則を定めることを妨げない。 

２ 事業者は、前項に規定する改修状況その他についての説明及び都による確認の実施に

つき都に対して最大限の協力を行うものとし、また請負人をして、都に対して必要かつ

合理的な説明及び報告を行わせるものとする。 

３ 前 2 項に規定する説明又は確認の結果、改修状況が実施設計図書の内容を逸脱してい

ることが判明した場合、都は、事業者に対してその是正を求めるものとし、事業者はこ

れに従わなければならない。なお、事業者は、改修状況が実施設計図書の内容を逸脱し

ているという都の判断に対して意見を述べることができる。 

４ 事業者は、工期中に事業者が行う本件施設の検査又は試験について、事前に都に対し

て通知するものとする。なお、都は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものと

する。 

５ 都は、本条に規定する説明又は確認の実施を理由として、本件施設の改修の全部又は

一部について何らの責任を負担するものではない。 
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第三 完了等 

 

（完了検査） 

第25条 事業者は、その責任及び費用において、本件施設の完了検査（本件施設の改修

工事の完了検査及び備品の検査をいう。以下同じ。）を行うものとする。なお、事業者

は、本件施設の完了検査の日程を事前に都に対して通知するものとする。 

２ 備品の検査は、別紙 4第 13 項に規定されるリストと設置された備品を照合して行う。 

３ 都は、事業者が前項の規定に従い行う完了検査への立会いを求めることができる。た

だし、都は、完了検査への立会いの実施を理由として、何らの責任を負担するものでは

ない。 

４ 事業者は、完了検査に対する都の立会いの有無を問わず、都に対して完了検査の結果

を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。 

５ 事業者は、出資者の中から適当な者をして、本件施設の改修の完了に関する事業者の

責任（事業者の債務不履行に基づく損害賠償義務を含む。）を担保するために、都との

間で保証契約を締結させるものとする。 

６ 事業者は、完了検査の終了後、検査を受けた備品について備品台帳に記入する。 

 

（都による本件施設の完了確認) 

第26条 都は、事業者から、本件施設の整備が完了した旨の通知を受けた場合、本件施

設について、実施設計図に従った改修工事が行われていること及び事業者が整備すべき

備品が整備されていることを確認するため、当該通知を受領した日から第 15 開庁日以内

に完了確認を実施するものとする。 

２ 都は、完了確認の検査事項及び方法について、事業者と事前に協議を行い、完了確認

に先立って、これらの事項を、事業者に対して通知しなければならない。 

３ 事業者は、都が行う完了確認の実施に協力するものとする。 

４ 完了確認の結果、本件施設の状況が、本契約、入札説明書等、民間事業者提案又は実

施設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、都は事業者に対してその是正を

求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。なお、事業者は、本件施設

の状況が、本契約、入札説明書等、民間事業者提案又は実施設計図書の内容を逸脱して

いるという都の判断に対して意見を述べることができる。 

５ 都は、本条に規定される説明又は確認の実施を理由として、本件施設の改修の全部又

は一部について何ら責任を負うものではない。 
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（都による本件施設の運営体制確認等） 

第27条 事業者は、運営開始日に先き立ち、本件施設の運営に必要な人材を確保し、か

つ、本件施設の運営及び維持管理に必要な研修等を行わなければならない。 

２ 事業者は、前項に規定する研修等を完了し、かつ、業務要求水準書に従って本件施設

を運営することが可能となった時点において都に対してその旨を通知するものとする。 

３ 都は、事業者に対して、都が事業者から前項に規定する通知を受けた場合、本件施設

の運営体制を確認するため、本件施設の試稼動等を求めることができる。本項に基づく

確認の結果、本件施設の運営又は維持管理の体制が、本契約、入札説明書等又は民間事

業者提案の条件を満たしていないと都が判断した場合、都は、事業者に対してその是正

を求めることができる。なお、事業者は、本件施設の運営又は維持管理の体制が、本契

約、入札説明書等又は民間事業者提案の条件を満たしていないという都の判断に対して

意見を述べることができる。 

４ 前項に規定する本件施設の試稼動等は、事業者の責任及び費用により行うものとする。 

 

（都による利用受付体制等の確認） 

第28条 事業者は、本件施設の運営開始予定日の 12 ヶ月前までに、本件事業の利用受付

業務、社会教育事業の企画及びその他必要な業務を行うことができる体制を取らなけれ

ばならない。 

２ 事業者は、本件施設の運営開始予定日の 12 ヶ月前までに、前項に定める体制が取られ

ているか否かを確認するために、都に対して報告を行い、都が要求する資料を提出し、

及びその他必要な協力をしなければならない。本項に基づく確認の結果、本件施設の運

営の体制が本契約、入札説明書等又は民間事業者提案の条件を満たしていないと都が判

断した場合、都は事業者に対してその是正を求めることができる。なお、事業者は、本

件施設の運営又は維持管理の体制が、本契約、入札説明書等又は民間事業者提案の条件

を満たしていないという都の判断に対して意見を述べることができる。 

３ 事業者は、前項の都による確認を受けた後、1 月に 1 回以上、本件施設の運営準備状

況並びに予約確認状況等を別途都が定める方式にて、都に対して報告しなければならな

い。 

 

（都による完了確認通知） 

第29条 都が本件施設の完了確認を実施し、本件施設が、実施設計図書に従い改修され

ていること及び本件施設の運営が可能であることを確認し、かつ、事業者が別紙 5 に記

載する種類及び内容を有する保険に加入しその保険証書の写しを別紙 6 に記載する完成

図書とともに都に対して提出した場合、都は事業者に対して速やかに完了確認通知を行

うものとする。 

２ 事業者は、前項に規定する都の完了確認通知を受領後も、運営開始予定日までは、本
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件施設を利用しての営業を開始することはできないものとする。 

３ 都は、第 1 項に規定する完了確認通知を行ったことを理由として、本件施設の改修並

びに本件施設の運営及び維持管理体制の全部又は一部について何らの責任を負担するも

のではない。 

 

（瑕疵担保） 

第30条 事業者は、第 17 条に従い[ ]株式会社又はその他都が同意する者に実施

させた本件改修工事に瑕疵がある場合、又は本契約に基づき事業者が整備した備品に瑕

疵がある場合、事業者は都の請求に基づきこれを修繕（備品については取り替えも含む。

以下同じ。）するとともに損害を賠償しなければならない。ただし、都が修補に代わる

損害補償を請求した場合又は修補に過分の費用を要するときは、事業者は、損害を賠償

することのみをもって足るものとする。 

２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求期間は、事業者による本件施設の運

営開始の日から 2年間とする。 

３ 事業者は、第 17 条に基づき本件施設の改修工事を事業者から直接に請け負った者をし

て、本条に定める事業者の債務の履行を保証する保証書を作成させ、本契約の締結後速

やかにこれを都に提出しなければならない。 

 

 

第四 工期の変更等 

 

（工期の変更） 

第31条 事業者は、やむを得ない事由があるときに限り、都に対して工期の変更を請求

することができる。この場合、事業者と都は、協議により当該変更の当否を定めるもの

とする。 

２ 都は、やむを得ない事由があるときに限り、事業者に対して工期の変更を請求するこ

とができる。この場合、都と事業者は、合意により工期を変更することができる。 

 

（工期の変更による費用負担） 

第32条 都の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合で、かつ、本件施設の運営

開始が運営開始予定日より遅延したときは、都は、本件施設の改修工事費の 8.25 パーセ

ントの割合による違約金（かかる違約金は年率とし、違約金の価額は日割り計算により

算出される。）を事業者に対して支払うものとする。 

２ 事業者の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合で、かつ、本件施設の運営開

始が運営開始予定日より遅延したときは、事業者は、前項に定める金額と同額の違約金

を都に対して支払うものとする。 
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３ 相手方の責めに帰すべき事由により、都又は事業者に、前 2 項に規定される違約金額

を超過する損害が生じた場合には、都又は事業者は、かかる違約金額を超過する部分の

損害の賠償を相手方に請求することができる。 

 

（工事の中止） 

第33条 都は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、本件施設

の改修工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

２ 都は、前項に従い本件施設の改修工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合、

必要があると認めるときは、事業者と協議の上、工期を変更することができる。費用の

負担については第 32 条に従う。 

 

第五 損害の発生等 

 

（建設工事中に事業者が第三者に及ぼした損害） 

第34条 事業者が、本件施設の改修工事の施工により第三者に損害（本件施設の改修工

事の施工に伴い通常避けることができない騒音その他の事由により第三者に生じた損害

を含む。）を及ぼした場合、事業者は、当該損害を当該第三者に対して賠償しなければ

ならない。ただし、当該損害のうち都の責めに帰すべき事由により生じたものについて

は、都が当該第三者に対して損害を賠償しなければならない。 

 

（工事費等の変更による損害） 

第35条 建設期間中の物価の変動、資材調達の価格の変更等により、当初予定していた

工事費を超過することにより事業者に損害が生じた場合でも、サービス購入料の金額を

変更しないものとする。 

２ 都は、合理的な根拠がある場合には、事業者に対して工程の変更を請求することがで

きる。かかる工程の変更が、都の責めに帰すべき事由により生じた場合、工程の変更に

要する費用は都が負担する。また、かかる工程の変更が事業者の責めに帰すべき事由に

よる場合には、かかる費用は事業者の負担とする。 

 

（不可抗力による損害） 

第36条 都が本件施設の完了確認通知を受領する前に、不可抗力により、改修中の本件

施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害が生じた

場合、事業者は、当該事実が発生した後直ちに当該損害の状況を都に通知しなければな

らない。 

２ 都が前項に従い事業者から通知を受けた場合、都は直ちに調査を行い、前項の損害の

状況を確認し、その結果を事業者に対して通知するものとする。 
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３ 第 1 項に規定する損害（追加工事に要する費用を含む。）に係る追加費用は別紙 7 に

規定する負担割合に従い、都及び事業者が負担するものとする。 

 

 

第 5 章 本件施設の運営及び維持管理 

第一 総則 

 

（許認可及び届出等） 

第37条 事業者は、本件施設の運営及び維持管理に関する本契約上の義務を履行するた

めに必要な許認可を、自己の責任及び費用において取得する。ただし、都が申請する必

要が生じた場合は、都が必要な措置を講ずるものとする。 

２ 事業者が都に対して協力を求めた場合、都は事業者による前項に定める許認可の取得

及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。 

３ 都が事業者に対して協力を求めた場合、事業者は都による許認可の取得及び届出等に

必要な資料の提出その他について協力する。 

 

（近隣対策） 

第38条 事業者は、自己の責任及び費用において、本件事業を運営するに関して合理的

に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施について、事業

者は都に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、都は事業者に対

して合理的な範囲内で必要な協力を行う。 

２ 前項の規定にもかかわらず、本件事業の実施そのものに反対することを目的とするク

レーム等については、都は、責任をもってこれに対処する。 

 

第二 本件施設の運営 

 

（本件施設の運営） 

第39条 事業者は、本件施設の完了確認通知の受領後、運営開始予定日から、自己の責

任及び費用において、本契約、入札説明書等及び民間事業者提案に従って本件施設を運

営するものとする。 

２ 事業者は、施設提供業務及び社会教育事業を妨げない範囲で、広く都民の文化・学習

活動、スポーツ活動や野外活動等の生涯学習機会の充実を図るための各種の事業（文化、

スポーツ教室等）を企画、実施することができる。事業者は、かかる事業を実施する場

合、都と、当該事業の詳細に関する協定を締結するものとする。 

３ 本条の規定にもかかわらず、都は、災害時に、本件施設を緊急避難場所として事業者

に優先して使用することができる。この場合の取扱いについては、別紙 8による。 
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４ 事業者は、本件施設の運営を開始することに先だって、利用約款の内容を定めて都に

通知するものとする。かかる利用約款には、災害時には、本件施設利用者の予約が取り

消される可能性があること等を明記しなければならない。 

 

（年間運営業務計画書の提出） 

第40条 事業者は、各事業年度の年間運営業務計画書を当該事業年度が開始する 30 日前

までに都に提出し、事業年度が開始する前に都の確認を受けるものとする。 

２ 都は、前項の確認を行ったことを理由として、本件施設の運営の全部又は一部につい

て何らの責任を負担するものではない。 

３ 事業者は、都の事前の承諾を得た場合を除き、都の確認済みの年間運営業務計画書を

変更することはできないものとする。 

 

（社会教育事業） 

第41条 事業者は、社会教育法の趣旨に基づき、事業概要書、業務要求水準書及び民間

事業者提案に規定された範囲内で、本契約に規定された方法に従って定められる社会教

育事業を行う。 

２ 都及び事業者は、当該事業年度の前年度に、別紙 9 に定められる手続に従い、社会教

育事業を企画する。 

３ 都及び事業者による企画は、都、事業者、学識経験者等により構成される社会教育事

業等企画委員会（以下「企画委員会」という。）に上程され、企画委員会は上記手続に

従い、検討、調整の上、社会教育事業の実施計画を決定する。 

４ 社会教育事業の実施計画が決定された後、都は速やかに、予算要求等社会教育事業の

実施に必要な行為を行うものとし、事業者は社会教育事業の実施に必要とされる準備を

行う。 

 

（施設利用料金の設定及び変更） 

第42条 事業者は、民間事業者提案に従い、本件施設の利用料金（以下「施設利用料金」

という。）を設定する。事業者が、本件施設の利用者から徴収した施設利用料金は、事

業者の収入とする。 

２ 都及び事業者は、施設利用料金のうち、業務要求水準書に記載される基本料金体系に

定められる施設利用料金（以下、「基本利用料金」という。）を、協議することにより、

変更することができる。また、事業者は、基本利用料金以外の施設利用料金を自らの裁

量で、変更することができる。事業者が、基本利用料金以外の施設利用料金を変更した

場合には、事業者は、月ごとの業務報告においてかかる変更を都に報告しなければなら

ない。 

３ 施設利用料金が変更された場合、都及び事業者は、サービス購入料の変更について協
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議を行うものとする。 

 

（本件施設の運営に関する内容の変更） 

第43条 前条のほか、都及び事業者は、双方が合意することにより、本件施設の運営に

関して、業務要求水準書の内容を変更することができる。この場合、都及び事業者は、

サービス購入料の変更について協議を行うものとする。 

 

（本件施設の運営にかかる第三者の使用） 

第44条 事業者は、都の事前の承諾を得て、第三者に対して、本件施設の運営を委託す

ることができる。 

２ 事業者が、前項の規定に従い本件施設の運営を第三者に対して委託する場合、第三者

の使用はすべて事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由

はすべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。 

３ 事業者は、本件施設の運営を第三者に委託する場合には、その者の氏名又は名称及び

連絡先等を、都に対し、あらかじめ通知しなければならない。 

 

第三 本件施設の維持管理 

 

（本件施設の維持管理） 

第45条 事業者は、自己の責任及び費用において、本契約、入札説明書等及び民間事業

者提案に従って、本件施設の維持管理業務（本契約第 48 条に規定する修繕及び模様替え

を含む。）を遂行する。 

２ 事業者は、備品台帳により、本件運営に必要な備品を管理するものとする。かかる備

品が更新または除却された場合は、直ちに備品台帳にその旨を記載する。ただし、第 39

条第 2項に規定される事業の実施のみに必要な備品は、この限りでない。 

 

（年間維持管理業務計画書の提出） 

第46条 事業者は、各事業年度の年間維持管理業務計画書を当該事業年度が開始する 30

日前までに都に提出し、事業年度が開始する前に都の確認を受けるものとする。 

２ 都は、前項の確認を行ったことを理由として、本件施設の維持管理の全部又は一部に

ついて何らの責任を負担するものではない。 

３ 事業者は、都の事前の承諾を得た場合を除き、都が既に確認した年間維持管理業務計

画書を変更することはできないものとする。 

 

（本件施設の維持管理に関する内容の変更） 

第47条 都及び事業者は、双方が合意することにより、本件施設の維持管理に関して、
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業務要求水準書の内容を変更することができる。この場合、都及び事業者は、サービス

購入料の変更について協議を行うものとする。 

 

（本件施設の修繕及び模様替え） 

第48条 事業者は、本件施設の修繕及び模様替えを、自己の責任及び費用において実施

する。ただし、都の責めに帰すべき事由により本件施設の修繕を行った場合、又は都の

要望により模様替えを行った場合、都はこれに要した一切の費用を負担する。 

２ 事業者が、年間運営業務計画書又は年間維持管理業務計画書に記載の無い模様替え若

しくは修繕を行う場合、事前に都に対して、その内容、その他必要な事項を通知し、か

つ、都の事前の承諾を得なければならない。ただし、緊急を要するものについては、事

後に遅滞なく都の承諾を得るものとする。 

３ 事業者が、本件施設の修繕又は模様替えを行った場合、事業者は、必要に応じて当該

修繕又は模様替えを完成図書に反映し、かつ、使用した設計図、完成図等の書面を、都

に対して提出しなければならない。 

 

（本件施設の維持管理にかかる第三者の使用） 

第49条 事業者は、第三者に対して、本件施設の維持管理を委託することができる。 

２ 事業者が、前項の規定に従い本件施設の維持管理を第三者に対して委託する場合、第

三者の使用はすべて事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき

事由はすべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。 

３ 事業者は、本件施設の維持管理を第三者に委託する場合には、その者の氏名又は名称

及び連絡先等を、都に対し、あらかじめ通知しなければならない。 

 

第四 都による業務の確認等 

 

（都による業務の確認） 

第50条 都は、本件施設の運営期間中、本件施設の運営及び維持管理状況を確認するた

めに、本件施設の運営及び維持管理その他について、事業者に事前に書面又は口頭によ

り通知した上で、その説明を求めることができ、事業者に対し、事前に説明した上で、

又は抜き打ちで、都の費用において、本件施設の運営及び維持管理状況を検査すること

ができる。 

２ 都は、本件施設の運営期間中、自己の責任及び費用によって、本件施設の状態を検査

することができる。都は、本件施設が本件事業の運営に支障をきたす程度に毀損してい

ると判断した場合には、事業者と協議の上、事業者に対し本契約第 48 条に規定される本

件施設の修繕を行うよう請求することができる。 

３ 事業者は本施設の運営期間中、都に対し、本件事業に係る別紙 12 に規定される事項を
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記載した業務報告書を、各月ごとにとりまとめ、翌月の第 10 開庁日までに提出しなけれ

ばならない。 

４ 事業者は、前 3 項に規定する運営及び維持管理状況その他についての説明、検査の実

施につき都に対して最大限の協力を行わなければならない。 

５ 第 1項に規定する説明又は検査の結果、本件施設の運営及び維持管理状況が、本契約、

入札説明書等、民間事業者提案、年間運営業務計画書又は年間維持管理業務計画書の内

容を逸脱していることが判明した場合、都は事業者に対してその是正を勧告するものと

する。この場合、事業者は、都に対して第 3 項に規定する業務報告書等において、かか

る指導に対する対応状況を報告しなければならない。なお、事業者は、本件施設の運営

及び維持管理状況が、本契約、入札説明書等、民間事業者提案、年間運営業務計画書又

は年間維持管理業務計画書の内容を逸脱しているとの都の判断に対して意見を述べるこ

とができる。 

６ 都は、本条に規定する説明、確認及び検査の実施を理由として、本件施設の運営及び

維持管理の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。 

 

（都の監査） 

第51条 都は、本件施設の運営及び維持管理状況を確認するため必要がある場合には、

その職員をして、事業者の営業時間内において、事前の通知なく、事業者の本件施設の

運営状況の監査（会計監査を含むが、これに限られない。）を行うことができる。事業

者は、かかる都の監査について、合理的な範囲で協力しなければならない。 

 

（利用者モニタリングの実施） 

第52条 事業者は、業務要求水準書に従い、利用者モニタリングを実施するものとする。 

２ 事業者は、前項の利用者モニタリングを実施しようとする場合には、事前に都にその

旨を通知する。都は、事業者が行う利用者モニタリングに立ち会うことができることと

し、事業者は、利用者モニタリングの結果を都に対して報告しなければならない。 

 

第五 サービス購入料の支払 

 

（サービス購入料の支払） 

第53条 都は、事業者が本契約、入札説明書等、民間事業者提案、年間運営業務計画書

及び年間維持管理業務計画書に従い本件施設を適切に運営及び維持管理していることを

確認することを条件として、事業者に対して本件施設の運営及び維持管理に係るサービ

ス購入料として、別紙 10 に従い、各年度の四半期ごとに、金［●］円（消費税を含むも

のとし、以下同様とする。また、サービス購入料の支払は当該期間のサービスの提供に

対して後払とする。）を支払うものとする。 
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（サービス購入料の変更） 

第54条 運営期間中に物価水準が変動した場合には、別紙 10 に基づき、サービス購入料

を変更する。 

 

（サービス購入料支払手続） 

第55条 本契約第 50 条に規定する都による業務の確認（以下「業務確認」という。）は、

原則として、事業者が、都に対して提出する業務報告書を通じて行われるものとする。 

２ 都が、事業者から本契約第 50 条第 3項の規定に従い業務報告書を受領した場合、都は

受領した日から第 5 開庁日以内に事業者に対して業務確認の結果を通知するものとする。

都が第 5 開庁日以内に事業者に通知を行わなかった場合には、都は事業者の業務を確認

したものとみなす。 

３ 各四半期を構成する各月の業務確認の結果について、事業者が、前項に従い、都の通

知をすべて受領した場合、事業者は当該通知に従い速やかに直前の四半期に相当するサ

ービス購入料支払に係る請求書を都に対して提出するものとし、都は当該請求書に従っ

て請求書を受領した日より 30 日以内に事業者に対してサービス購入料を支払うものと

する。 

 

（サービス購入料の減額） 

第56条 都は、事業者が要求水準を充たす内容のサービスを提供していないと判断した

場合には、事業者に対して是正勧告を行うことにより、別紙 11 に定めるところに従って

サービス購入料を減額し、又はその支払を一時停止することができる。 

２ やむを得ない事由により、都の求める要求水準を満たすことができない場合、又は継

続して都の求める要求水準において運営業務若しくは維持管理業務を提供することが困

難であると予見される場合、事業者は、都に対して、速やかに、かつ、詳細にこれを報

告するものとし、その改善策に関して都と協議する。事業者の通知した事由に合理性が

あると都が判断した場合、都は、対象となる運営業務又は維持管理業務の中止又は都の

求める要求水準の変更を認め、当該期間中は、再度の勧告の対象としないものとする。

ただし、都は、要求水準の未達成の度合いに応じてサービス購入料を減額することがで

きる。 

３ 理由の如何を問わず、事業者が、年間運営業務計画書記載の営業日に本件施設を営業

しない場合、都はサービス購入料を日割り計算し、当該非営業日に相当する額のサービ

ス購入料を減額する。ただし、合理的な理由がある場合、都は、サービス購入料の減額

を行わないことができる。 
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（サービス購入料の返還） 

第57条 業務報告書に虚偽の記載があることが都に判明し、これを事業者に対して通知

した場合、事業者は都に対して、当該虚偽記載が無ければ都は前条の規定に従い減額し

得たサービス購入料の金額を年率 8.25 パーセントの利率による損害金を付して、速やか

に返還しなければならない。 

 

第六 第三者に及ぼした損害等 

 

（第三者に及ぼした損害等） 

第58条 事業者が本件施設の運営及び維持管理により第三者に損害（本件施設の運営及

び維持管理業務に伴い通常避けることができない騒音その他の事由により事業者が第三

者に生じた損害を含む。）を及ぼした場合、事業者は当該損害を当該第三者に対して賠

償しなければならない。ただし、都の責めに帰すべき事由により生じた損害については、

都が損害を賠償するものとする。 

２ 前項に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるために、本件施設を都に返還する

までの間、事業者は別紙 5に記載する保険への加入を継続しなければならない。 

 

 

第 6 章 本件施設及び本件土地の返還 

 

（本件施設及び本件土地の返還） 

第59条 期間満了及び本施設の運営開始後の解除により本契約が終了した場合、事業者

は、本件施設及び本件土地を継続して使用することに支障がない状態で、都に対して返

還するものとする。 

２ 前項の場合、都は、事業者から本件施設及び本件土地の返還を受けるに当たり、別紙

13 に規定される返還前検査を実施するものとする。 

３ 都が、前項に従い返還前検査を行う場合、都は本件施設及び本件土地に立ち入ること

ができるものとし、また事業者は都が行う返還前検査に協力しなければならない。 

４ 返還前検査において疑義が生じた場合には、都及び事業者は、その内容について協議

を行い、必要な場合には、これに関する決定を行うものとする。 

５ 返還前検査において、本件施設の状態が別紙 13 の水準を満たしていない場合には、都

は、事業者に対してこれを通知するものとし、事業者は、当該通知に従い速やかにこれ

を修繕するものとする。ただし、本件施設の状態が、別紙 13 の水準を満たさないことが、

都の責めに帰すべき事由による場合には、この限りでない。 

６  事業者は、返還前検査を受け、本件施設及び本件土地を都に返還した後は、前項に規

定される修繕義務を負わないものとする。 
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７ 事業者は、理由の如何を問わず、本件施設及び本件土地を都に返還する場合には、本

件施設及び本件土地の返還と同時に、備品台帳に記載された本件施設の備品を都に対し

て無償で譲渡し、備品台帳に記載されていない本件施設の備品を撤去しなければならな

い。ただし、都は、備品台帳に記載されていない本件施設の備品については、都及び事

業者が別途合意する金額で、これを買い取ることができる。 

８ 本件施設及び本件土地の返還時及び返還後において、事業者は、都に対して、適宜、

業務要求水準書記載の業務その他それに付随する業務のために本件施設を継続して使用

できるよう、本件施設の運営及び維持管理に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者

が用いた運営及び維持管理に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほ

か、引継ぎに必要な協力を行う。 

 

 

第 7 章 契約期間及び契約の終了 

 

（契約期間） 

第60条 本契約は、本契約の規定に基づき本契約が解除された場合、その他本契約に別

段の規定がある場合を除き、東京都議会の議決を得た日の翌日からその効力を生じるも

のとし、事業者の都に対する本件施設及び本件土地の返還に係る一切の手続が完了した

時に終了する。 

２ 都が、前項に規定する議決を経た場合、都は、速やかに当該議決された旨の通知書を

事業者に対して送付しなければならない。 

 

（事業者の債務不履行による契約の早期終了） 

第61条 次に掲げる場合、都は、事業者に対して書面により通知することにより、本契

約の全部を終了させることができる。 

（1） 事業者が、設計又は改修工事に着手すべき期日を過ぎても、設計又は改修工事に

着手せず、相当の期間を定めて都が催告したにもかかわらず、当該遅延について、

事業者から、都が満足すべき合理的な説明がないとき。 

（2） 事業者が、連続して 30 日以上又は年間 60 日以上の期間、本件施設の営業を行わ

ず、都が、相当期間を定めて催告したにもかかわらず、かかる状態が是正されな

いとき。 

（3） 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者が、本契約、入札説明書等、民間事

業者提案に従って債務を履行せず、都が、相当期間を定めて催告したにもかかわ

らず、かかる不履行が是正されないとき。 

（4） 前各号に掲げるもののほか、事業者が本契約、入札説明書等又は民間事業者提案

に違反し、かつ、都が相当な期間を定めて催告しても当該違反の状態が解消され



 
 

  - 22 - 
 

ないとき。 

２ 前項の規定にもかかわらず、次に掲げるときは、都は、事業者に対して何らの催告を

することなく、書面により通知することにより、本契約の全部を終了させることができ

る。 

(1) 事業者が、本件施設の改修工事を工期内に完成させず、かつ、工事終了予定日経過

後、30 日以上経過しているにもかかわらず、かかる工事が完成する見込みがない

ことが明かなとき。 

(2) 事業者が、事業を放棄し、30 日間以上に渡りその状態が継続したとき。 

(3) 事業者（事業者が複数企業から成る共同企業体の場合には、その構成員のいずれ

か）が、破産、会社更生、民事再生、会社整理、特別清算その他これらに類する

法的倒産手続について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者

（事業者の取締役を含む。）によってその申立てがなされたとき。 

(4) 事業者が、本契約に基づいて負担する債務を履行することが、事業者の責めに帰

すべき事由により不可能となったとき。 

３ 上記各条項のほか、都は、別紙 11 に従って、サービス購入料を減額し、又はサービス

購入料の支払を停止し、又は本契約を解除することができる。 

 

（契約解除のための手続） 

第62条 第 61 条第 1項(3)号及び(4)号に基づく解除については、都は、まず以下の手続

に従い、本件事業を継続させるよう努めなければならない。 

(1) 都は、別紙 11 に従ったモニタリングを実施することにより、解除事由の発生の有

無を確認する。 

(2) 前号のモニタリングにより別紙 11 に規定される事由の存在が確認された場合、都

は事業者に対し、別紙 11 に従って、当該事由を是正するよう是正勧告を行い、本

件事業の継続を図るものとする。 

 

（本件施設の完了確認通知の受領前の解除の効果） 

第63条 事業者の責めに帰すべき事由により、かつ、本件施設の完了確認通知の受領前

に、本契約が解除された場合、事業者は、本条に定めるところに従い、都に対して、本

件施設の改修工事費の 100 分の 10 に相当する違約金を支払わなければならない。なお、

本条に定める違約金の支払を担保するために、事業者は本契約第 23 条第 1項に従い事業

者が付保する履行保証保険の保険金支払請求権に対して、事業者の費用をもって、都を

質権者とする質権を設定するものとし、また、かかる質権設定に関して、第三者に対す

る対抗要件を具備するために必要な一切の手続について、都に協力しなければならない。 

２ 前項に規定される場合、都は、改修工事の出来形部分を確認の上、第 3 項に規定され

る金額で、運営開始予定日から 10 年が経過する日までの期間を最長とする均等分割払に
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より、又は議会の議決等の予算措置がとられることを条件として支払時点までの利息を

付した一括払で、支払うものとする。この場合、都は、備品台帳に記載された備品のう

ち、簿価が計上される備品については残存簿価を支払うことにより買い取るものとし、

事業者は、それ以外の備品を、都に対して無償で譲渡するものとし、備品台帳に記載さ

れていない備品を撤去しなければならない。ただし、都は、備品台帳に記載されていな

い備品を、都と事業者との間で別途合意する金額で買い取ることができる。 

３ 前項において、都が支払う金額は、本件施設の改修工事費の出来高相当額から第 1 項

に規定される違約金額を控除した金額とする。 

４ 本条の規定にかかわらず、都は事業者に対して、第 1 項に規定される違約金を超える

損害の賠償を請求することができる。 

 

（瑕疵担保責任） 

第64条 都が、本件施設の完了確認通知の受領後事業者から本件施設の返還を受けた後

に、本件施設に関して実施された改修部分（ただし、都が事業者から備品を購入した場

合には当該備品を含む。）に瑕疵があることが当該返還日から 1年以内に発覚した場合、

都は事業者に対して、当該瑕疵に起因して発生する一切の損害の賠償（都が当該瑕疵を

修補するために第三者を使用した場合、当該第三者に対する報酬及び費用の支払に要す

る金額を含む。）を請求することができる。なお、本契約において瑕疵とは、本件施設

及び備品について、施工の不完全、維持管理の不徹底その他これに類似する理由により

本来の性状に満たない状態で、かつ、本件施設の返還時に都に明らかでないものを意味

する。 

２ 都は、前項に規定する損害賠償の請求を、当該瑕疵を知った時から 90 日以内に行わな

ければならない。 

３ 事業者は、出資者の中から適当な者をして、第 1 項に定める事業者の責任を担保する

ために、都との間で保証契約を締結させる。 

 

（本件施設の完了確認通知の受領後の解除の効果） 

第65条 事業者の責めに帰すべき事由により、かつ、本件施設の完了確認通知の受領後

に、本契約が解除された場合、事業者は、本条に定めるところに従い、都に対して、本

件施設の工事費残存額相当額の 100 分の 10 に相当する違約金を、支払わなければならな

い。 

２ 前項に規定される場合、都は、第 3項に規定される金額で、運営開始日から 10 年が経

過する日までの期間を最長とする均等分割払により、又は議会の議決等の予算措置がと

られることを条件として支払時点までの利息を付した一括払で、支払うものとする。こ

の場合、都は、備品台帳に記載された備品のうち、簿価が計上される備品については残

存簿価を支払うことにより買い取るものとし、事業者は、それ以外の備品を、都に対し
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て無償で譲渡するものとし、備品台帳に記載されていない備品を撤去しなければならな

い。ただし、都は、備品台帳に記載されていない本件施設の備品を、都と事業者との間

で別途合意する金額で買い取ることができる。 

３ 第 2 項で都が支払う金額は、本件施設の工事費残存額の合計金額から、同項に規定さ

れる違約金額を控除した金額とする。 

４ 本条の規定にかかわらず、都は、事業者に対して、第１項に規定される違約金を超え

る損害の賠償を請求することができる。 

５ 本条第 1 項の規定に従い本契約が終了する場合、都は、事業者に対して、当該終了日

までの本件施設の運営にかかる未払いのサービス購入料を、第 56 条に準じた減額手続を

行った上で支払うものとする。この場合、事業者は、サービス購入料支払にかかる請求

書を業務報告書に添えて都に対して提出するものとし、都は当該請求書に従って請求日

より 30 日以内に事業者に対してサービス購入料を支払うものとする。 

 

（都の債務不履行） 

第66条 都が本契約に基づいて履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延し

た場合、都は、事業者に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じ年 8.25％の

割合で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。 

２ 都の責めに帰すべき事由により、事業者が、本件施設を運営できなかった場合、都は

これにより事業者が被った損害を、事業者に対して賠償する。 

 

（都の債務不履行による解除等） 

第67条 都が、本契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は都に対して通知を行う

ことにより、かかる状態の是正を求めることができる。都が、かかる通知を受領した後

6ヶ月以内に、本契約上の義務に違反した状態を是正しない場合、事業者は、本契約を、

終了させることができる。 

２ 都がその責めに帰すべき事由により本契約の義務の履行を怠った場合、これにより事

業者に生じた損害を賠償するものとする。 

 

（本件施設の完了確認通知の受領前の都の債務不履行による解除の効果） 

第68条 事業者による本件施設の完了確認通知の受領前に、都の責めに帰すべき事由に

より本契約が解除された場合、都は、改修工事の出来形部分を確認の上、原則として次

項に規定される金額で、運営開始予定日から 10 年が経過する日までの期間を最長とする

均等分割払により、又は議会の議決等の予算措置がとられることを条件として支払時点

までの利息を付した一括払で、これらを譲り受けるものとする。かかる金額の支払方法

は、事業者が選択することができる。都は、備品台帳に記載された備品のうち、簿価が

計上される備品については残存簿価を支払うことにより買い取るものとし、事業者は、
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それ以外の備品を、都に対して無償で譲渡するものとし、備品台帳に記載されていない

備品を撤去しなければならない。 

２ 前項において、都が支払う金額は、本件施設の改修工事の出来高相当額とする。 

３本条各項の規定にもかかわらず、事業者は、都に対して別途損害の賠償を求めることが

できる。 

 

（本件施設の完了確認通知の受領後の都の債務不履行による解除の効果） 

第69条 事業者による本件施設の完了確認通知の受領後に、都の責めに帰すべき事由に

より、本契約が解除された場合、都は、本件施設を確認の上、本件施設の工事費残存額

で、運営残存期間に相当する期間を最長とする均等分割払により、又は議会の議決等の

予算措置がとられることを条件として支払時点までの利息を付した一括払で支払うもの

とし、かかる金額の支払方法は、事業者が選択することができる。この場合、都は、備

品台帳に記載された備品のうち、簿価が計上される備品については残存簿価を支払うこ

とにより買い取るものとし、事業者は、それ以外の備品を、都に対して無償で譲渡する

ものとし、備品台帳に記載されていない備品を撤去しなければならない。ただし、都は、

備品台帳に記載されていない備品を、都と事業者の間で別途合意する金額で買い取るこ

とができる。 

２ 本条各項の規定にもかかわらず、事業者は、都に対して別途損害の賠償を求めること

ができる。 

３ 本条第 1 項の規定に従い本契約が終了する場合、都は事業者に対して、当該終了日ま

での本件施設の運営にかかる未払のサービス購入料を、第 56 条に規定される減額事由が

ある場合には、同条に準じた減額手続を行った上で支払うものとする。この場合、事業

者は、サービス購入料支払にかかる請求書を業務報告書に添えて都に対して提出するも

のとし、都は当該請求書に従って請求日より 30 日以内に事業者に対してサービス購入料

を支払うものとする。 

 

 

第 8 章 法令変更 

 

（通知の付与） 

第70条 本契約の締結の後に法令が変更されたことにより、本件施設が、設計図書に従

い改修できなくなった場合、又は本件施設が、本契約、入札説明書等、民間事業者提案、

年間運営業務計画書又は年間維持管理業務計画書で提示された条件に従って、運営又は

維持管理できなくなった場合（ただし、民間提案事業が実施された場合で、民間提案事

業が民間事業者提案又は都との合意事項にしたがって運営できなくなった場合を除く。）、

事業者はその内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに、これを都に対して通知する
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ものとする。 

２ 都及び事業者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が

適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に

違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、当該都又は事業者

は、法令変更により相手方に発生する損害を、最小限にするよう努力しなければならな

い。 

 

（協議及び追加費用の負担等） 

第71条 都が、事業者から前条第 1 項の通知を受領した場合、都及び事業者は、当該法

令変更に対応するために速やかに本件施設の設計、運営開始予定日、本契約、業務要求

水準書、民間事業者提案、年間運営業務計画書及び年間維持管理業務計画書の変更及び

追加費用の負担について、協議しなければならない。 

２ 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から 120 日以内に、本契約等の変更及び

追加費用の負担についての合意が成立しない場合、都が、法令変更に対する対応方法を

事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業（ただし、民間提案事業が実施さ

れた場合には、民間提案事業を除く。以下、本章において同じ。）を継続する。なお、

この場合の追加費用の負担は、別紙 14 に記載する負担割合によるものとする。 

３ 事業者が、前条第 2 項により、本件施設の運営業務又は維持管理業務の全部又は一部

の履行義務を免れた場合、都は、当該業務が実施されなかった期間につき、事業者が当

該業務を実施しなかったことにより支出又は負担を免れた費用及び経費等の金額をサー

ビス購入料から減額して支払うことができる。 

 

（契約の終了） 

第72条 本契約の締結後における法令変更により、都が、本件事業の継続が困難と判断

した場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、都は、事業

者と協議の上、本契約を終了することができる。 

２ 前項の規定に従い、本契約が終了する場合で、事業者による本件施設の完了確認通知

の受領前については、第 68 条（ただし、第 4項は除く。）の規定を準用する。 

３ 第 1 項の規定に従い本契約が終了する場合で、事業者による本件施設の完了確認通知

の受領後については、第 69 条（ただし、第 3項は除く。）の規定を準用する。 

４ 本条の規定により本契約が終了する場合、都は、事業者が、本件事業を終了するため

に要した実費相当額（銀行団に対する支払が必要な金融費用を含む。）を事業者に支払

うものとする。 
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第 9 章 不可抗力 

 

（通知の付与） 

第73条 本契約の締結日の後に不可抗力により、本件施設が、設計図書に従い改修でき

なくなった場合、本件施設が、本契約、入札説明書等、民間事業者提案、年間運営業務

計画書又は年間維持管理業務計画書で提示された条件に従って、運営又は維持管理でき

なくなった場合（ただし、民間提案事業が実施された場合で、民間提案事業が、民間事

業者提案にしたがって運営できなくなった場合を除く。）、又は工程の変更が必要とな

った場合、事業者は、その理由及び内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに、これ

を都に対して通知しなければならない。 

２ 都及び事業者は、前項の通知がなされた以降、履行期日における当該義務の履行義務

を免れるものとする。ただし、かかる不可効力事由が消滅することにより、事業者が相

当期間内に、かかる義務を行うことが可能となる場合、又は都が通知に記載された理由

に合理性がないと判断した場合には、この限りでない。 

３ 都又は事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しな

ければならない。 

 

（協議及び追加費用の負担） 

第74条 都が、事業者から、前条第 1 項の通知を受領した場合、都及び事業者は、当該

不可抗力に対応するために、速やかに、本件施設の設計、運営開始予定日、本契約、業

務要求水準書、民間事業者提案、年間運営業務計画書又は年間維持管理業務計画書の変

更及び追加費用の負担について協議しなければならない。 

２ 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約等の変

更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、都は、不可抗力に対する対応

方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本件事業（民間提案事業が実施さ

れた場合には、民間提案事業を除く。以下、本章において同じ。）を継続する。なお、

この場合の追加費用の負担は、別紙 7に記載する負担割合によるものとする。 

３ 事業者が、前条第 2 項により、本件施設の運営業務又は維持管理業務の全部又は一部

の履行義務を免れた場合、都は、当該業務が実施されなかった期間につき、事業者が当

該業務を実施しなかったことにより支出又は負担を免れた費用及び経費等の金額をサー

ビス購入料から減額して支払うことができる。 

 

（契約の終了） 

第75条 本契約の締結後における不可抗力により、都が、事業の継続が困難と判断した

場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合については、都は、

事業者と協議の上、本契約を終了することができる。 
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２ 前項の規定に従い、本契約が終了する場合で、事業者による本件施設の完了確認通知

の受領前の場合には、第 68 条（ただし、第 4項を除く。）の規定を準用する。３ 第 1

項の規定に従い本契約が終了する場合で、事業者による本件施設の完了確認通知の受領

後については、第 69 条（ただし、第 3項を除く。）の規定を準用する。 

４ 本条の規定により本契約が終了する場合、都は、事業者が本件事業を終了するために

要した実費相当額（銀行団に対する支払が必要な金融費用を含む。）を、事業者に支払

うものとする。 

 

 

第 10 章 協議会 

 

（協議会の設置） 

第76条 都及び事業者は、本件事業の実施に関する協議を行うことを目的として、「多

摩地域ユース・プラザ（仮称）整備等事業協議会」（以下「協議会」という。）を設置

するものとする。 

２ 都及び事業者間の協議を要する事項が存在する場合、都又は事業者は、相手方当事者

に対して請求することにより、必要に応じて随時協議会を開催することができる。 

３ 本契約において「協議」とは、協議会における協議を意味するものとする。ただし、

都と事業者が、別途合意した場合には、本契約において協議を要するとされる事項を、

協議会を開催することなく決定することができる。 

 

（協議会の内容） 

第77条 協議会は、本契約及び業務要求水準書において協議会における協議又は決定と

される事項及び当事者が必要と認める事項を、協議し、決定することができる。都及び

事業者は、かかる協議会の決定事項を遵守するものとする。 

２ 都及び事業者は、協議会における詳細な協議事項を第 1回協議会において定めるほか、

協議会運営準則を採択するものとする。 

 

（協議会の構成員） 

第78条 協議会は、都及び事業者の代表者各 5 名以内により構成されるものとする。た

だし、都及び事業者は、協議会における協議により協議会の構成員数を変更することが

できる。 

２ 都及び事業者が必要と判断した場合には、協議会の構成員は、各自が選任した第三者

を協議会に招致し、協議会の意思決定に際してかかる第三者の意見を聴取することがで

きる。 
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第 11 章 その他 

 

（著作権等の帰属等） 

第79条 都が本件事業の入札手続において及び本契約に基づき事業者に対して提供した

情報、書類、図面等（都が著作権を有しないものは除く。）の著作権等は、都に帰属す

るものとする。 

２ 事業者が本契約に基づき作成した図面、年間運営業務計画書その他の成果物の著作権

その他の知的財産権は、全て事業者に帰属するものとする。ただし、都は、本件施設の

運営業務に必要な限度で、かかる成果物を利用（本件施設の運営業務に必要な複製、公

開、改変、新たに本件施設の運営及び維持管理を実施する事業者を選定する場合におけ

る入札図書の一部としての第三者に対する開示を含む。）できるものとする。 

３ 運営期間が終了した場合、都が引き続いて本件施設において運営業務を実施するため

に必要な情報、書類、図面、年間運営業務計画書等の使用権は、都に帰属するものとす

る。 

 

（公租公課の負担） 

第80条 本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公課は、特

段の規定がある場合を除き、すべて事業者の負担とする。都は、サービス購入料を支払

うほか、本契約書に特段の定めがある場合を除いて、本契約に関連するすべての公租公

課を負担しないものとする。 

 

（都による債務の履行） 

第81条 本契約の締結後に、都が、本契約の規定に従い、新たに債務を負担するものが

生じた場合、都は、予算の定めるところのほか、適用ある法令及び条例が規定する手続

に従い、当該債務を履行し、これを支払うものとする。 

２ 前項の規定により、予算の定めに従うことを理由として、都が、当該債務を履行しな

い場合は、都の債務不履行として第 66 条の規定を準用するものとする。 

 

（分割払にかかる金利） 

第82条 都が、本契約の終了に伴い本件施設の改修工事費の出来高相当額若しくは工事

費残存額を分割して支払う場合、又はそれらの金額を議会の議決を条件として一括で支

払う場合、都は、民間事業者提案で提案された金融機関からの融資（劣後特約の付され

ているものを除く。）にかかる金利と同じ利率の金利を付すこととする。 
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（権利義務の譲渡） 

第83条 都の事前の承諾がある場合を除き、事業者は、本契約上の権利義務を第三者に

対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。 

 

（営業譲渡等の禁止） 

第84条 都の事前の承諾がある場合を除き、事業者は、本件施設及び本件施設において

事業者が行う営業の一部又は全部を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他

の処分をしてはならない。 

 

（財務書類の提出） 

第85条 事業者は、事業期間の終了に至るまで、事業年度の最終日から 90 日以内に、公

認会計士又は監査法人の監査済財務書類及び年間業務報告書を都に提出し、かつ、協議

会において都に対して、監査報告及び年間業務報告を行うものとする。なお、都は、当

該監査報告書及び年間業務報告書を公開することができる。 

《※落札者がＳＰＣを設立しない場合には、次の条項を合わせて規定します。》 

２ 事業者は、本件事業にかかる会計を事業者が行う他の事業と分離して記帳しなければ

ならない。この場合の会計分離の具体的な方法及び都への会計報告を行う場合の提出書

類の内容の詳細等は都と事業者が協議のうえ定めるものとする。 

３ 事業者は、前項により都と事業者が協議して定めるところに従って作成した会計報告

にかかる書類を、第 1 項の年間業務報告書に添えて都に提出するものとする。都は提出

を受けた会計報告にかかる書類を公開できるものとする。 

 

（秘密保持） 

第86条 都及び事業者は、互いに本件事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が

本件事業の実施を通じて知り得た利用者の個人情報を、自己の役員及び従業員又は自己

の代理人及びコンサルタント以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的（た

だし、適用法令に基づく場合を除く。）に使用してはならない。 

 

（事業者に対する制約）(※落札者がＳＰＣを設立しない場合は、本条は削除します。） 

第87条 事業者は、事業期間中、都の事前の承諾を得ない限り、出資者以外の第三者に

対して株式、新株予約権付社債を発行せず、また、事業者の株式を引き受ける権利を、

出資者以外の第三者に対して、与えないものとする。 

２ 事業者は本件事業及びこれに付随する事業以外の事業を行ってはならない。 

 

 



 
 

  - 31 - 
 

第 12 章 雑則 

 

（請求、通知等の様式その他） 

第88条 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、指導、催告、要請、確

認及び契約終了告知又は解約は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。

なお、都及び事業者は、かかる請求等のあて先を、各々相手方に対して別途通知するも

のとする。 

２ 本契約の履行に関して都及び事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めが

ある場合を除き、計量法（平成 4年法律第 51 号）に定めるものとする。 

３ 本契約上の期間の定めは、民法（明治 29 年法律第 89 号）及び商法が規定するところ

によるものとする。 

 

（銀行団との交渉） 

第89条 都は、必要があると認める場合には、本件事業に関して事業者に融資する銀行

団との間において、都が本契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了さ

せる際の銀行団への事前通知、協議に関する事項等につき交渉し、協定書を作成するこ

とができるものとする。 

 

（ネーミング・ライト） 

第90条 事業者は、都の合意を得た上で、本件施設の名称決定権（以下「ネーミング・

ライト」という。）を、第三者に売却することができる。 

２ 事業者は、ネーミング・ライトの売却代金を、別紙 10 に基づき、サービス購入料に充

当しなければならない。 

 

（共同企業体の債務） 

第91条 事業者が複数の構成員から成る共同企業体の場合には、構成員が共同連帯して

本件事業を実施するものとし、本契約上の債務は構成員が連帯してその債務を負担する

ものとする。 

２ 事業者が共同企業体を結成している場合においては、都は、この契約に基づく全ての

行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、都が当該代表者に対して行ったこの

契約に基づく全ての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、

また、事業者は都に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じ

て行わなければならない。 

 

（準拠法） 

第92条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。 
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（管轄裁判所） 

第93条 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするもの

とし、都、事業者及び出資者は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。 

 

（解釈） 

第94条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈

に関して疑義が生じた場合は、その都度、都及び事業者が誠実に協議の上、これを定め

るものとする。 
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別紙 1 

定義 

 

 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次の

とおりとする。 

 

 

1 「運営開始予定日」とは、平成 17 年 4 月１日をいう。 

 

2 「運営期間」とは、本件施設の運営開始予定日から 10 年が経過する日までの期間をい

う。ただし、事業者に帰責性の無い事由により本件施設の運営の開始が運営開始予定

日に遅延した場合、本件施設の運営が現に開始された日から 10 年が経過する日までの

期間をいう。 

 

3 「開庁日」とは、東京都の休日に関する条例（平成元年東京都条例第 10 号）第 1条第

１項に規定する休日を除いた日をいう。 

 

4 「完了確認」とは、本契約第 26 条の規定に従い都が実施する本件施設の施工状況の確

認に関する手続をいう。 

 

5 「業務確認」とは、本契約第 50 条の規定に従い、都が事業者から提出を受けた書類に

基づき事業者による本件事業の遂行状況を確認する手続をいう。 

 

6 「業務報告書」とは、事業者が本契約第 50 条の規定に従い都に対して提出する報告書

をいう。 

 

7 「業務要求水準書」とは、都が作成した、本件事業の推進に関し都が事業者に要求す

る業務水準を示すものをいう。 

 

8 「工期」とは、事業者提案に記載された工期をいう。 

 

9 「工事費残存額」とは、改修工事の工事費相当額で、都からまだ支払を受けていない

金額をいう。 

 

10 「サービス購入料」とは、都が本件事業について運営期間を限度として債務を負担す

る行為により本契約の規定に従い支払う金銭をいう。 
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11 「事業概要書」とは、本契約に別紙 2 として添付する本件事業の基本となる計画につ

いて記載した計画書をいう。 

 

12 「事業期間」とは、本契約の締結日の翌日から本契約の終了する日までの期間をいう。 

 

13 「事業年度」とは、運営期間中の各暦年の 4月 1日に始まり、翌年の 3月 31 日に終了

する 1年間をいう。 

 

14 「四半期」とは、各年度の 4 月 1 日から 6 月末日まで、7 月 1 日から 9 月末日まで、

10 月 1 日から 12 月末日まで及び 1月 1日から 3月末日までの期間をいう。 

 

15 「社会教育事業」とは、青少年の自立と社会性の発達の支援等を目的として、多摩地

域ユース・プラザ（仮称）の主催事業として行うものをいう。 

 

16 「出資者」とは、事業者に対して出資を行い、その株式を保有する者をいう。 

 

17 「設計改修期間」とは、本契約の締結日の翌日から本契約第 25 条に従い、本件施設の

完了が都により確認され、事業者が、第 29 条により完了確認通知を受領する日までの

期間をいう。 

 

18 「年間維持管理業務計画書」とは、別途都が定める業務計画書等作成要領に従い事業

者が都に対して提出する本件施設の維持管理に関する計画書をいう。 

 

19 「年間運営業務計画書」とは、別途都が定める業務計画書等作成要領に従い事業者が

都に対して提出する本件施設の運営に関する計画書をいう。 

 

20 「備品台帳」とは、本件事業の運営に必要な備品から、第 39 条第 2項に規定される事

業の実施のみに必要な備品を除いたものを管理するために事業者が作成し、管理する

台帳をいう。 

 

21 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、その他の

自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象であって、都及び事業者のいず

れの責めにも帰さないものをいう。 

 

22 「返還前検査」とは、都が事業者から本件施設の返還を受けるに先立ち第 59 条の規定



 
 

  - 35 - 
 

に従い実施する本件施設に関する確認手続をいう。 

 

23 「本件施設の改修工事費」とは、事業者が、本件施設の設計及び改修工事に関して請

負人等に対して支払う工事費及び設計・監理料の合計金額をいう。 

 

24 「本件施設の完了」とは、本件施設の改修工事が、実施設計図書に従って行われ、必

要な備品が備え付けられ、本件施設を運営するにあたって支障を生じない状態をいう。 

 

 

25 「本件事業」とは、都及び事業者が本契約に基づき実施する一切の事業をいう。 

 

26 「本件土地」とは、現在の東京都立八王子高陵高等学校の敷地をいう。 

 

27 「民間事業者提案」とは、入札説明書等の規定に従い事業者の株主となる者らが都に

対して提出した本件事業に関する一切の提案をいい、落札者が平成●年●月●日に都

に対して提出した「設計・建設計画提案書」、「設計図」及び「運営維持管理計画提

案書」に含まれる提案並びに平成●年●月●日に実施された各「応募者ヒアリング」

において落札者が都に対して提案した事項を含むものとする。 

 

28 「モニタリング」とは、都が、本件事業が別紙 11 に従って運営、維持管理されている

ことを監視、確認する行為をいう。 
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別紙 2 

事業概要書 

 

 

注： 

・本件事業概要書は、選定された事業者の案に基づいて作成することになる。 
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別紙 3 

日程表 

 

１ 本契約締結 平成●年●月 
２ 設計期間 本契約締結後 ～ 平成●年●月 
３ 改修期間 平成●年●月 ～ 平成●年●月 
４ 予約受付開始 平成●年●月  
５ 完了検査及び運営体制確認等 平成●年●月 ～ 平成●年●月 
６ 運営期間 平成●年●月●日 ～ 平成●年●月●日 
７ 施設の返還 平成●年●月●日  
 
 
備考： 

 日程表の記載期日については、本契約締結時点での日程とする。 

その後の日程変更については、都と事業者の間の協議とする。 
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別紙 4 

実施設計に伴う提出図書 

１ 建築（総合） 

仕様書、仕様概要書、仕上表、面積表及び求積表、敷地案内図、配置図、平面図（各

階）、断面図、立面図（各面）、矩計図、展開図、天井伏図、平面詳細図、部分詳

細図、建具表等 

２ 建築（構造） 

構造設計図、伏図（各階）、軸組、各部断面図、標準詳細図、各部詳細図、構造計

算書、仕様書 等 

３ 電気設備 

仕様書、敷地案内図、配置図、受変電設備図、非常電源設備図、幹線系統図、動力

設備系統図、動力設備平面図（各階）、弱電設備系統図、弱電設備平面図（各階）、

火報等設備系統図、火報等設備平面図（各階）、エレベーター・エスカレーター等

の設備図、屋外設備図、各種計算書 等 

４ 給排水衛生設備 

敷地案内図、配置図、給排水衛生設備配管系統図、給排水衛生設備配管平面図（各

階）、消火設備系統図、消火設備平面図（各階）、汚水処理設備図、特殊設備設計

図、部分詳細図、屋外設備図、各種計算書 等 

５ 空調換気設備 

敷地案内図、配置図、空調設備系統図、空調設備平面図（各階）、換気設備系統図、

換気設備平面図（各階）、特殊設備設計図、部分詳細図、屋外設備図、各種計算書 

等 

６ 確認申請図書（控） 

建築（総合）、建築（構造）、電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備 等 

７ 特別の法令上の手続等の図書（控） 

許認可申請にかかわる手続、防災評定にかかわる手続、構造評定にかかわる手続、

材料・工法・性能の認定にかかわる手続 等 （該当するもの） 

８ 特殊分野の設計の図書 

外構・造園設計、サインの設計、その他特別の建築・設備設計 等 （該当するも

の） 

９ 特別の資料 

施設の維持管理に関連する資料、透視図、特別に詳細な設計説明資料、その他特別

の建築・設備設計に必要な資料 等 （該当するもの） 

10 関係者への説明の資料 

近隣住民・市民団体・各種利益団体など第三者への説明資料、その他特別の計画説

明資料 等 （該当するもの） 

11 その他の図書（控） 

特殊構造の採用に伴う専門機関の認定及び評定 等 （該当するもの） 

12 工事の数量等が把握できる資料 

建築（総合）、建築（構造）、電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備 等 

13 事業者が整備する備品のリスト等 
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別紙 5 

事業者が付保すべき保険 

 

  事業者は、次の保険を付保するものとする。保険契約は、1 年ごとの更新でも認める

こととする。 

 

１ 普通火災保険 

(1) 対象 

・本件施設 

(2) 付保する期間 

・運営開始日から本件施設の都に対する返還日まで 

(3) 保険金額（補償額） 

・再調達価格相当額 

(4) その他 

・都を被保険者とする保険契約とすること 

 

２ 施設賠償責任保険 

(1) 対象 

・本件施設内における本件事業活動に伴う法律上の賠償責任 

(2) 付保する期間 

・運営開始日から本件施設の都に対する譲渡日まで 

(3) てん補限度額（補償額） 

・対人：1名当たり 1億円、1事故当たり 10 億円以上 

・対物：1事故当たり 1億円以上 

(4) 免責金額 

・1,000 円以下とすること。 

(5) その他 

・都を追加被保険者とする保険契約とすること。 

・保険料算出にあたって基礎とした数値（施設面積、施設入場者数など）を明記する

こと。 

 

３ 生産物賠償責任保険 

(1) 対象 

・本件施設内における本件事業活動に伴う法律上の賠償責任 

(2) 付保する期間 
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・運営開始日から本件施設の都に対する譲渡日まで 

(3) てん補限度額（補償額） 

・対人：1名当たり 1億円、1事故当たり 10 億円以上 

・対物：1事故当たり 1億円以上 

 

(4) 免責金額 

・1,000 円以下とすること 

(5) その他 

・都を追加被保険者とする保険契約とすること。 

・保険料算出にあたって想定した売上高を明示すること。 

 

４ 傷害保険 

(1) 対象 

・本件施設の利用者 

(2) 付保する期間 

・運営開始日から本件施設の都に対する譲渡日まで 

(3) 保険金額（補償額） 

・死亡・後遺傷害：1名当たり 100 万円以上 

・入院日額：1名当たり 1,500 円以上 

・通院日額：1名当たり 1,000 円以上 

(4) 免責金額 

・なし 

(5) その他 

・保険金額等の条件が同等であれば、レジャーサービス費用保険での対応も認める。 

・保険料算出に当たって想定した施設利用者数を明示すること。 
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別紙 6 

完成に伴う提出図書 

 

完成に伴う提出図書 

 

 完成に伴う提出図書は次のものとする。 

 
１ 工事完了届 

 
 
２ 工事記録写真 

 

３ 完成図（建築（総合）） 

 

４ 完成図（建築（構造）） 

 

５ 完成図（電気設備） 

 

６ 完成図（機械設備） 

 

７ 完成写真 

 

８ 工事の数量等が把握できる資料 

 

９ その他必要書類 
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別紙 7 

不可抗力による損害金分担規定 

 

1 設計改修期間中に不可抗力が生じた場合、本件施設の改修工事費相当額の 1000 分の

10 に至るまでの追加費用額は事業者が負担するものとし、これを超える額については

都が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額

相当額のうち事業者が本第１項により負担すべき金額を超える金額を、都が負担すべき

金額から控除する。 

 

2  運営期間中及び運営期間の終了後本件施設の返還前に不可抗力が生じた場合、累計で

本件施設の改修工事費相当額の 1000 分の 5 に至るまでの追加費用額は事業者が負担す

るものとし、これを超える額については都が負担する。ただし、事業者が不可抗力によ

り保険金を受領した場合、当該保険金額相当額のうち事業者が本第２項により負担すべ

き金額を超える金額を、都が負担すべき金額から控除する。 

 

ただし、民間提案事業が実施された場合、民間提案事業にかかる不可抗力については事業

者がすべて負担するものとする。 
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別紙 8 

緊急避難場所に関する規定 

 

 

１ 都は災害時に本件施設を緊急避難場所として事業者に優先して使用することができ   

る。 

 

２ 災害時に本件施設を緊急避難場所として利用する際は、都は事業者に対して施設使用  

料を基本料金体系に従って支払うものとする。 

 

３ 本件施設の緊急避難場所としての利用が１ヶ月を超過した場合には、過去 3 年間の事

業収入の平均金額（当初 3 年間は都及び事業者が、別途合意した金額）を基準として、

それ以降の事業者の事業収入を補償するものとする。 
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別紙 9 

社会教育事業等の決定手続き 

 

１ 社会教育事業等企画委員会 

(1)  構成 

都、事業者（都が認めた社会教育事業の再委託先を含む。以下同じ。）、有識者で

構成する社会教育事業等企画委員会（以下「企画委員会」という。）を設置する。 

企画委員会を構成する有識者については、都が決定する。 

(2)  担当する内容 

企画委員会の担当する内容は次のとおりとする。 

・社会教育事業の講座内容についての検証、助言、事前協議、実施計画の決定 

・ユース・スクエア及びプログラム提供についての検証、助言、協議 

(3)  開催の決定 

企画委員会の開催は、次項で示す講座内容の検討に関するもののほか、都又は事業

者の請求により、必要に応じて随時企画委員会を開催することができる。 

(4)  費用 

企画委員会の開催に要する費用は都が負担する。事業者が企画委員会に出席するに

あたって必要となる費用は事業者の負担とし、社会教育事業実施の対価としてのサー

ビス購入料には含まないものとする。 

 

２  社会教育事業 

(1)  社会教育事業の内容の決定 

都は区市町村のニーズ等を踏まえ、事業者は現場での問題意識や利用者ニーズ等を

踏まえて、社会教育事業の企画案を作成する。都と事業者は、企画委員会等において

誠意を持って協議し、次年度の社会教育事業の内容を決定する。 

(2)  日程 

社会教育事業の内容（実施に関する委託費を含む。）については、次の日程を基本

とするが、都と事業者の協議により変更することができる。 

 5 月～7 月  前年度の社会教育事業の内容についての検証 

翌年度の社会教育事業の内容についての事前協議 

翌年度の社会教育事業の実施計画の決定 

     3 月    翌年度の社会教育事業の内容の決定 

 (3) その他 

社会教育事業は平成 17 年度に開始する予定であり、企画委員会における協議は、

平成 16 年度から実施する。 
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３  ユース・スクエア 

(1)  ユース・スクエアの内容の決定 

ユース・スクエアの内容は、都の提示した要求水準、事業者の提案内容に基づいて、

事業者が決定することを基本とする。事業者においては、利用者のニーズ、企画委員

会の指摘を尊重して内容を決定すること。 

 

４ プログラム提供 

(1) プログラム提供の内容の決定 

プログラム提供の内容は、都の提示した要求水準、事業者の提案内容に基づいて、

事業者が決定することを基本とする。事業者においては、利用者のニーズ、企画委員

会の指摘を尊重して内容を決定すること。 
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別紙 10 

サービス購入料の構成・改定方法等 

 

１ サービス購入料の構成 

(1) 概要 

都が事業者に対して支払うサービス購入料金は、次のものからなる。 

サービス購入料 A ・主として運営期間中の本施設における継続的なサービス提供

の対価。計画修繕、社会教育事業の対価は含まない。 

・毎年度（四半期ごと）支払う。 

・物価スライドを行う。 

サービス購入料 B  ・本件施設の改修工事費・備品購入費（開業時に整備するもの）、

開業費に対する対価。金利を含む。 

・毎年度（四半期ごと）支払う。 

・物価スライドは行わない。 

サービス購入料 C  ・運営期間中に実施する本件施設の計画修繕の対価 
・毎年度（四半期ごと）支払う。 

・物価スライドを行う。 

サービス購入料 D  ・講座等の社会教育事業開催の対価。 

・基本的に毎年度（四半期毎ごと）支払う。 

・前年度の企画委員会での協議に基づいて、金額を決定する。

 注：サービス購入料 A～C は均等で支払う。 

 

都が事業者に対して支払うサービス購入料は、次のようになる。 

１年度目～10 年度目 サービス購入料＝A＋B＋C＋D 

 

(2) 留意事項 

① 社会教育事業 

都は、事業者が本件施設の設置目的に沿った社会教育事業（講座等）を実施した対価

としてサービス購入料 D を支払う。前年度の都と事業者による協議では、物価変動等

も考慮しつつ金額を決定する。 
サービス購入料 D の内容は、講座等の実施に必要な講師謝礼、教材作成費、広告宣

伝費等の費用が中心になると想定している。社会教育事業の企画運営を行う社会教育主

事有資格者の常駐費用はサービス購入料 D には算入せず、ユース・スクエアの運営に

要する費用と併せて、サービス購入料 A に算入するものとする。 
② ネーミングライト 

ネーミングライト販売が成立した場合、別途都と事業者で定める協定書により、都は

サービス購入料 Aから販売価格の一定割合を減じて支払う。 
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２ サービス購入料の算定方法 

 (1) サービス購入料Ａ及びサービス購入料Ｃ 

サービス購入料Ａ及びサービス購入料Ｃは、運営中の物価変動による改定を除き、事

業者が入札時に提出した事業計画提案書に記載した金額とする。 

(2) サービス購入料Ｂ 

サービス購入料Ｂは、本件事業にかかる改修工事費等及びこれにかかる支払利息の合

計とする。支払利息は、以下により算定する。 

① 割賦元金  

本件事業にかかる改修工事費等（設計費、工事監理費、改修工事費、備品整備費（開

業時に整備するもの）及び開業前経費）を割賦元金とし、事業者が入札時に提出した

事業計画提案書に記載した金額とする。 

② 金利 

割賦元金の支払い利息の前提となる金利は、基準金利とスプレッドの合計とする。 

ａ 基準金利 

6 ヶ月ＬＩＢＯＲベース 10 年物（円－円）金利スワップレート(午前 10 時に

TELERATE から発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE(T.S.R.)の中値とする。 

ｂ スプレッド  

事業者が入札時に提出する事業計画提案書に記載したスプレッド。スプレッドは

事業期間中一定とし、見直しを行わない。 

(3) サービス購入料Ｄ 

サービス購入料Ｄは、前年度の企画委員会での協議に基づいて毎年度決定する。 

 

３ サービス購入料の改定方法 

(1) 基準金利の変動による改定 

事業計画提案書の作成に用いた平成 14 年 9 月 2日の金利水準と、平成 16 年 8 月 2 日

の金利水準（以下「新基準金利」という。）に差が生じた場合は、サービス購入料 B

を改定する。 

改定後の金利 ＝ 新基準金利＋民間事業者提案のスプレッド 

改定後のサービス購入料 B＝民間事業者提案の割賦元金＋改定後の金利額 

 

(2) 運営期間中の物価変動による改定 

① 改定方法 

ａ サービス購入料 A 

サービス購入料 Aの物価スライドは、次の方法によることとする。 
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サービス購入料 A 改定率＝人件費変動指数の直近の改訂以降の変動幅×（運営期間中

の人件費的な費用の合計／運営期間中のサービス購入料 A の

合計）＋物件費変動指数の直近の改訂以降の変動幅×（運営

期間中の物件費的な費用の合計／運営期間中のサービス購入

料 Aの合計） 

改定後サービス購入料 A＝改定前サービス購入料 A×サービス購入料 A改定率 

 注：上記のサービス購入料 A 改定率の算出に用いる、主として人件費的な費用、主とし

て物件費的な費用、運営期間中の費用は、民間事業者が入札時に提出する計画内容

（提案内容）で決定する。 
「人件費的な費用」とは、人件費のほか、清掃管理費、設備機器運転管理費、保安

警備費、植栽管理費等を指す。 

「物件費的な費用」は、物品購入、光熱水費、経常修繕費、計画修繕費等とする。 

上記の両費用には、金利、諸税、除却損等、及び民間提案事業部分に要する費用は

含まないものとする。 

 

ｂ サービス購入料 C  

サービス購入料 Cの物価スライドは、次の方法によることとする。 

改定後サービス購入料 C＝改定前サービス購入料 C×物件費変動指数の直近の改訂以降

の変動幅 

 

ｃ その他のサービス購入料 

 サービス購入料 Bについては、運営期間中の物価変動による改定は行わない。 

サービス購入料 D（講座等の社会教育事業開催の対価）については、企画委員会で

の協議に基づいて毎年度定める。 

 

ｄ その他 

サービス購入料は円単位で支払うこととし、改訂後サービス購入料の円未満の部分

は切り捨てるものとする。 

② スライドの時期 
 物価スライドは前回のサービス購入料改定時に用いた指数と前年度の7月1日に公表

されている指数の差が1％を越えた場合見直すものとし、見直し時期は毎年1回として、

各年度の第 1四半期分から反映させる。 

平成 17 年度に支払うサービス購入料については、事業者が提案したサービス購入料

に、平成 15 年 7 月 1日に公表されている指数と、平成 16 年 7 月 1日に公表されている

指数の差に応じてサービス購入料を変動させることとする。 

③ スライドに用いる変動指数 
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ａ 人件費変動指数 

 厚生労働省「毎月勤労統計調査結果速報」の賃金指数（事業所規模 5人以上、調査

産業計、現金給与総額）とする。 

ｂ 物件費変動指数 

 日本銀行「物価指数月報」の国内卸売物価指数とする。 

 

(3) 入札後運営開始までの期間の物価変動による改定 

 サービス購入料 A、Cを除き、入札後運営開始までの期間の物価変動によるサービス購

入料の改定は行わない。 

 

４ サービス購入料の支払方法 

(1) 年間支払回数 

都は、事業者が本契約、入札説明書等、民間事業者提案、年間運営業務計画書及び年

間維持管理業務計画書に従い本件施設を適切に運営及び維持管理していることを確認し

て、事業者に対してサービス購入料を年 4回に分けて支払うものとする。 

 

(2) 支払時期・金額 

都が事業者から契約書の規定に従い事業者から業務報告書を受領した場合、都は当該

受領日から第 5 開庁日以内に事業者に対して業務確認の結果を通知するものとする。各

四半期に関する業務確認の結果について事業者が都の通知を受領した場合、事業者は当

該通知に従い速やかに直前の四半期に相当するサービス購入料支払に係る請求書を都に

対して提出するものとし、都は請求日（適正な請求書を都が受理した日）から 30 日以内

に事業者に対してサービス購入料を支払うものとする。 

1 回の都のサービス購入料の支払額は、社会教育事業の対価を除き、当該年度の額の

1/4 とする。 

サービス購入料は円単位で支払う。 

 

対象 対応するサービス購入料 支払見込時

期 
年度第 1四半期分（ 4～6 月） 年間（A+B+C）×1/4＋D の実績 7～8 月 

年度第 2四半期分（ 7～9 月） 年間（A+B+C）×1/4＋D の実績 10～11 月 

年度第3四半期分（ 10～12月） 年間（A+B+C）×1/4＋D の実績 1～2 月 

年度第 4四半期分（1～3月） 年間（A+B+C）×1/4＋D の実績 4～5 月 

注：都は請求日から 30 日以内にサービス購入料を支払う。 

 
５ 具体的なサービス購入料 

 事業者の提案に基づく初年度の支払予定額（消費税込み。物価変動による改定前。）
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は次のとおりである。 

 

サービス購入料 A 年間（   ）円 

サービス購入料 B 年間（   ）円 

サービス購入料 C 年間（   ）円 

 

対象 対応するサービス購入料 

年度第 1四半期分（ 4～6 月） （   ）円＋Dの実績 

年度第 2四半期分（ 7～9 月） （   ）円＋Dの実績 

年度第3四半期分（ 10～12月） （   ）円＋Dの実績 

年度第 4四半期分（1～3月） （   ）円＋Dの実績 
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別紙 11 

モニタリングとサービス購入料の減額 

 

１ モニタリング 
 

(1)基本的な考え方 

 都は、事業者が自ら意欲を持って本事業を推進し、利用者に対して質の高いサービスを

提供することを期待しており、基本的には施設利用者の需要リスクを事業者に移転してい

る。したがって、事業者が自主的にモニタリングを実施し、定められた各種水準の維持向

上を図っていくことを期待している。 

一方で、都は事業者が契約において定められた公共サービスを提供することを条件とし

て、サービス購入料支払、本件施設の無償での利用を認める。そこで、都は、都の要求水

準が満足されているか否かについて、次に規定する方法でモニタリングを行う。 

・都は、事業者から事前に提出されている業務計画書と、事後に提出された業務報告書に

より、書類確認を行う。 

・都は、必要に応じて施設内に立ち入り、事業者から提出された業務報告書の記載、契約

の履行状況について確認を行うことができる。 
・都は、必要に応じて都の費用負担において利用者アンケートを実施し、又は事業者の実

施した利用者モニタリングの報告を受け、その結果と業務報告書の記載について確認を

行うとともに、事業者と協議することができる。 

 

(2)業務報告書 

①内容 

 事業者は、次の業務報告書を作成し、都へ提出しなければならない。 

１ 運営業務報告書 施設提供業務報告書（活動室部分） 

 施設提供業務報告書（宿泊室部分） 

 ユース・スクエア業務報告書 

 プログラム提供業務報告書 

 レストラン・売店業務報告書 

 営業及び広報活動業務報告書 

２ 維持管理業務報告書 設備機器運転管理業務報告書 
 清掃管理業務報告書 

 保安業務報告書 

 植栽管理業務報告書 

 経常修繕業務報告書 

 計画修繕業務報告書 

３ 社会教育事業 社会教育事業報告書 

注：業務報告書に基づきサービス購入料を支払う。 
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②提出期限 
 月次報告書の提出期限は翌月第 10 開庁日とする。 

 

③提出先 

 報告書の提出先は東京都教育庁生涯学習部社会教育課とする。都の組織変更があった場

合には、組織変更後の当該業務を引き継ぐ部署とする。 

 

④都の確認通知期限 

 都が事業者から業務報告書を受領した場合、都は当該受領日の翌日から起算して第 5 開

庁日以内に事業者に対して業務確認の結果を通知するものとする。 

 都が期限までに業務確認の結果を事業者に対して通知しない場合には、都が業務確認を

行ったものと見なす。 

 

２ サービス購入料減額の考え方 

 

(1)施設の営業状態の確認 

 事業者が年間運営業務計画書で予定した日（「営業予定日」）に本件施設を適正に営業

しているかを以下の報告書で確認し、サービス購入料を支払う。 

・運営業務報告書 

・維持管理業務報告書 

 

(2)施設が営業していない場合の減額 

事業者が年間運営業務計画書記載の営業予定日に本件施設を営業していない場合は、都

は是正勧告を行うとともに、サービス購入料 A 及び C を日割り計算し、当該営業予定日に

相当する額のサービス購入料を支払わないことができる。ここで言う「本件施設を営業し

ていない場合」とは、営業予定日における営業時間中に、次のような本件施設の運営に関

する基本的条件が保たれていないことをいい、かかる営業予定日を、「仕様未達営業日」

という。 

・本件施設（民間提案事業部分を除く）の物理的利用可能性の確保 

・本件施設（民間提案事業部分を除く）の利用時間の遵守 

・社会教育主事有資格者の常駐 

・ユース・スクエアでの情報提供の実施及び活動プログラム提供が可能な状態 

・予約受付体制の確保 

・利用料金制度の遵守 

・関連法規の遵守 

・苦情受付体制の確保 

注：「各施設の物理的利用可能性の確保」とは、施設利用者が特段の支障なく施設を利用
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できる状態をいい、施設への出入りが支障なくできること、施設が安全に利用できる

こと、照明・空調が異常でないことなどを指す。 

 

【減額計算式】 

減額するサービス購入料＝（規定のサービス購入料 A＋C） × 仕様未達営業日数／営

業予定日数 
注：営業予定日とは、当該年度の年間運営業務計画書において、事業者が営業を予定し

ている日 
 

 事業者は、仕様未達営業日が生じた場合には、当該仕様未達営業日の翌日から起算して

第 1 開庁日までに都へ報告しなければならない。また、事業者は、業務改善計画書を、仕

様未達営業日の翌日から起算して第 5 開庁日、又は是正勧告日の翌日から起算して第 5 開

庁日のいずれか早い日までに、都へ提出しなければならない。ただし、都が業務改善計画

書の提出の延期を認めた場合はその限りではない。 

 連続して 30 日以上又は年間 60 日以上の期間、仕様未達営業日が生じ、都が相当期間を

定めて催告したにもかかわらず、かかる状態が是正されない場合には、都は契約を解除す

ることができる。 

 

(3)施設は営業しているが適正な運営及び維持管理が行われていない場合の減額 
①是正勧告 

運営業務報告書、維持管理業務報告書の記載等において、業務要求水準を満たしていな

い事項が存在することが判明した場合、都は事業者に対して当該事項の是正を勧告するこ

とができる。 

 

②業務改善計画書 

都の是正勧告があった場合、事業者は業務改善計画書を是正勧告日の翌日から起算して

第 5 開庁日以内に都に提出する。事業者の提出する業務報告書に、業務要求水準を満たし

ていない事項が存在していることが明らかな場合には、事業者は都の是正勧告を待たず、

当該業務報告書の提出と同時に業務改善計画書を提出しなければならない。 

既に当該仕様抵触が改善されている場合にも、事業者は今後の対応等を記載した業務改

善計画書を提出しなければならない。 

 

③サービス購入料の減額 

 都が事業者に対して是正勧告を行った場合には、仕様抵触事項のあった月（N 月）（減

額開始対象月）分のサービス購入料 A 及び C について減額措置を行うことができる。対象

となるサービス購入料の減額は次の算式に基づくものとする。 
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【減額計算式】 

減額するサービス購入料＝（規定のサービス購入料 A＋C） ×20％× ａ／12 
注：ここでのサービス購入料は月単位のサービス購入料。 

（月単位のサービス購入料＝年間サービス購入料／12） 
報告書数ａは、運営業務報告書、維持管理業務報告書のうち、仕様に抵触している

業務の報告書数 
「ａ／12」の分母「12」は、運営業務報告書数６、維持管理業務報告書数６の合計 
 

都が事業者に対して上記の是正勧告を行った後、翌月（N+1月）分の業務報告書等におい

て、是正が行われている場合には、翌月（N+1月）分のサービス購入料を元の定められた水

準に復帰させる。 

都が事業者に対して上記の是正勧告を行ったにもかかわらず、翌月（N+1 月）分の業務

報告書等においても当該是正勧告の対象となった事項が都業務要求水準にまで改善されて

いない場合は、都は是正勧告を継続するともに、翌月（N+1 月）分についてもサービス購

入料の減額措置を継続することができる。 
 

④支払停止 

 サービス購入料の減額後、減額開始対象月（N 月）から起算して 6 ヶ月連続して是正勧

告が継続した場合（N 月～N+5月分の業務報告書において仕様抵触が継続した場合）には、

減額開始対象月（N 月）から起算して 6 ヶ月目の月（N+5月）（支払停止開始対象月）に対

応するサービス購入料から、都は支払を停止することができる。 

この場合の是正勧告の継続は、同一の業務に連続して是正勧告が出されている場合だけ

でなく、異なった業務に対する是正勧告と連続している場合も対象となる。 

支払停止開始対象月（N+5月）の翌月から起算して、連続 3 ヶ月間（N+6月～N+8月）分の

業務報告書等において是正が行われている場合には、都は停止していたサービス購入料（減

額された水準のサービス購入料）（N+5月分～N+8月分）を支払う。 

 支払停止期間中に都のサービス購入料の支払日が到来した場合には、都は支払停止対象

となっているサービス購入料を除いたサービス購入料を事業者に支払う（ただし、利息は

支払わない。）。 

 

支払停止開始対象月（N+5月）の翌月から起算して、連続 3 ヶ月間（N+6月～N+8月）、分

の業務報告書等において是正が行われていない場合には、都は契約を解除することができ

る（都は、N+9月以降に事業者に対して解除通知を行うことができる。解除通知まで、サー

ビス購入料の支払停止は継続する。）。 

都が本事由により契約を解除する際には、支払を停止していたサービス購入料を事業者

へ支払う。 

 

(4) 社会教育事業のサービス購入料減額の考え方 
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都は、予定されていた講座等が実施計画とおりに開催されなかった場合には、当該講座

等の予定費用を支払わないことができる。また、教材作成数、DM 発送数等が社会教育事

業等企画委員会で決定された内容を下回った場合には、都は当該社会教育事業費の減額を

行うことができる。なお、都は、参加者数が実施計画時の想定を下回ったことを理由とし

たサービス購入料 D の減額は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  - 56 - 
 

別紙 12 

業務報告書の構成 

 

１ 運営業務 

・施設提供業務報告書（活動室部分） 

・施設提供業務報告書（宿泊室部分） 

・プログラム提供業務報告書 

・ユース・スクエア業務報告書 

・レストラン・売店業務報告書 

・営業及び広報活動業務報告書 

 

２  維持管理業務 

・設備機器運転管理業務報告書 

   ・清掃管理業務報告書 

   ・保安業務報告書 

   ・植栽管理業務報告書 

   ・経常修繕業務報告書 

   ・計画修繕業務報告書 

  

 
３ 社会教育事業 

・社会教育事業報告書 

 
注：具体的な様式は、選定された事業者との協議により決定する。 
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別紙 13 

本件施設の返還前検査事項 

 

１ 提出図書 

  事業者は、本件施設の返還に先立って、以下の提出図書を、都に提出しなければなら

ない。 

(1) 引渡図書（本件施設の返還においては、「完成図書」に、その後の修繕や模様替え

等を附加したもの。） 

(2) 工事履歴等の確認のために必要な資料 

 

２ 引渡図書との確認 

引渡図書との整合の確認 

 

３ 建物履歴の確認（書類確認） 

(1)  業務要求水準書に基づく維持管理記録の確認 

(2)  ビル管理法に基づく設備に関する管理報告、消防法に基づく防災設備に関する管理

報告、建築基準法に基づく建物、設備に関する管理報告等の確認 

 （3） その他官公署関係への提出書類等の確認 

 

４ 品質の検査（基準） 

業務要求水準書記載の業務その他のそれに付随する業務のために継続して使用するに

支障のない状態にて、都に対して本件施設を返還する。 

(1)  建物の主要構造部などに、大きな破損がなく、良好な状態であること。ただし、継

続使用に支障のない程度の軽度な破損を除く。 

(2)  内外の仕上げや設備機器などに、大きな汚損や破損がなく、良好な状態であること。

ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損や破損を除く。 

(3)  主要な設備機器などが、当初の設計図書に規定されている基本的な性能（容量、風

量、温湿度、強度など計測可能なもの）をおおむね満たしていること。ただし、継続

使用に支障のない程度の軽度な性能劣化を除く。 

 

５  品質の検査（方法） 

(1)  内外の外観上の検査（主として目視による検査） 

ア  使用材料の形状・形態等 

イ  浸水、漏水、防水、止水等 

ウ  汚染、発錆、破損、亀裂等 

エ  その他 
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これらを、建築（総合）、建築（構造）、電気設備、給排水衛生設備、空調換気設

備等について行う。 

(2)  内外の機能上の検査（作動状態の検査を含む。） 

ア  異常な振動、音、熱伝導等の検査 

イ  窓の開閉、シャッターの上下、照明器具等の検査 

ウ  各種設備機器の運転等、可動部分、作動部分の検査 

エ  その他 

これらを、建築（総合）、建築（構造）、電気設備、給排水衛生設備、空調換気設

備等について行う。 

(3) 内外の性能上の検査（簡易な計測検査を含む。） 

ア  室内環境、水質環境等 

イ  その他 

これらを、建築（総合）、建設（構造）、電気設備、給排水衛生設備、空調換気設

備等について行う。 

 

これら本件施設返還前検査の実施要領の詳細については、都と協議の上、決定するものと

する。 
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別紙 14 

法令変更による損害金分担規定 

 

法令変更 都負担割合  事業者負担割合 

a) 多摩地域ユース・プラザ（仮称）整備等事業に 100％ 0％ 

  直接関係する法令の変更の場合 

b) 消費税率の変更の場合 100％ 0％ 

c) 上記記載の法令以外の法令の変更の場合 0％ 100％ 

d)  本件施設の事業所税 100％ 0％ 

 

ただし、民間提案事業が実施された場合の、民間提案事業にかかる法令変更については事

業者がすべて負担するものとする。 

 

 なお、「多摩地域ユース・プラザ（仮称）整備等事業に直接関係する法令」とは、特に

本件施設及び本件施設と類似のサービスを提供する社会教育施設の運営、維持管理その他

に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当

しない法人税その他の税制変更（消費税率の変更は除く。）及び事業者に対して一般に適

用される法律の変更は含まれないものとする。ただし、消費税率の変更に伴う都の負担は

サービス購入料に限定される。 

 

 


